
江南市地域公共交通会議

令和5年度 地域公共交通に関する自己評価概要（全体）

中部様式1 資料1-1

平成19年６月27日設置

平成30年３月 「江南市における地域公共交通の基本的な考え方」策定
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◼ 地域の特性と背景

 ・市内東部から南部にかけて名鉄犬山線が走り、
江南駅、布袋駅が存在。

 ・名鉄バスが10路線、大口町コミュニティバスが
3路線※１運行。

 ・市内全域で、いこまいＣＡＲ※２を運行。計画的
な昼間のお出かけに対し、路線バスを補完する
ものとして市民の足を担う。

 ・第6次総合計画では、以下のとおり拠点を位置
付け、中心拠点－地域拠点間や、中心拠点同士
を交通ネットワークで結び、住みやすく利便性
の高いコンパクトなまちづくりをめざす。

『中心拠点』…江南駅・布袋駅を中心とする区域

『地域拠点』…江南厚生病院～KTXアリーナ周辺

曼陀羅寺公園～江南団地周辺

1.江南市が目指す地域公共交通の姿

◼公共交通の基本的な方針

 ・コンパクトエリアについては、鉄道や
路線バスを中心に市民の足を確保。

 ・コンパクトエリア外については、既存の
公共交通をできる限り維持。

 ・市内全域で、路線バス等でカバーできな
いエリアはいこまいＣＡＲを運行。

 ・路線バス・いこまいＣＡＲで対応できな
い場合は、福祉タクシー（福祉施策）や
通常のタクシーで市民の移動を担う。

 ・地域主体の新しい公共交通サービスの導
入についてルールを定め、支援を行う。

◼ 取組期間(総合計画と連動)

平成30年度～令和9年度（平成39年度）

中心拠点

中心
拠点

地域
拠点地域

拠点

幹線

幹線幹線

コンパクトエリアは、鉄
道・路線バスを中心に
市民の足を確保。

コンパクトエリア外につい
ては、既存の公共交通を
できる限り維持する。

市内全域で、路線バス等
でカバーできないエリアは
いこまいＣＡＲを運行する。

福祉タクシーや通常のタク
シーも足を担う。

地域が主体となって、新しい公
共交通サービスを導入する場合
は、ルールを定め、必要な支援
を行う。

大口町コミュニティバス

名鉄バス

名鉄犬山線

平成29年時点の市内公共交通(鉄道･路線バス)

※１ 令和2年4月から運行路線増設（2路線→3路線）
※２ 市民の市内の移動手段として、市が運行するタクシーを利用した交通サービス

令和５年時点の市内公共交通（鉄道・路線バス）
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政策評価

事業評価

指標 設定理由と対策 算出方法

市民一人当たり
の公共交通利用
回数

利用回数の推移について、
変動理由を考察。
公共交通政策の方向性の確
認を行い、事業に反映。

・路線バスの利用者数（名鉄バスより提供）
・いこまいＣＡＲの利用者数（江南市が集計）
・大口町コミュニティバスの江南市内の停留所の利用者数

（大口町より提供）

R5.4月からR6.3月の上記人数を合計して年間の利用回数を算出し、
年度末時点の人口で割って算出。
名鉄バスの利用人数は、古知野線（２路線）、江南・病院線、
江南団地線（４路線）、木曽川線、一宮・宮田線（２路線）の
路線別利用者数の合計とする。
補助路線以外の利用人数は、路線ごとに年間の利用人数をOD調
査（起終点調査）2日分の市内停留所の利用者数で按分したもの
を年間利用者数の推計値として利用。

2.公共交通の評価に関する事項

評価対象 指標 設定理由と対策 算出方法

路線バスの維持
確保(補助路線)

利用者一人当たり
の市負担額の推移
(路線別評価)

路線別の推移につい
て、変動理由を考察。
事業評価で報告し、 事
業の維持･改善に反映。

下記の補助路線における、当該年度の補助
金を、補助金算定期間であるR4.10月～R5.9
月の利用者数で割って算出。

・江南・病院線
・江南団地Ａ線(古知野高校経由)
・江南団地Ｄ線(ヴィアモール経由)
・江南団地Ｅ線(団地経由江南厚生病院行)

いこまいＣＡＲ
の維持確保

市負担額の推移

事業費の変動内容か
ら、変動理由を考察。
事業評価で報告し、事
業の継続または見直し
内容に反映。

該当年度の決算額を利用。
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3.自己評価から得られた対応方針と具体的取組み事項（令和５年度）

令和5年度に掲げた対応方針 令和5年度の具体的取組み事項

公
共
交
通
政
策

・公共交通事業者と密に連携し、利用者の動向を把
握するとともに、今後の運転士が置かれる状況を
考慮して、新たな公共交通について先進自治体の
情報収集や交通事業者との協議により調査・研究
していく。

・超高齢社会への対応について、実態調査の結果を
参考に高齢者・福祉担当部局と連携し、公共交通
政策と福祉政策を総合的に検討する。

・ＡＩオンデマンド交通を導入している県内自治体を訪問
し、情報収集を行い、調査結果と調査により見えてきた
課題をまとめ、本市に適する新しい公共交通導入の検討
材料とした。

・高齢者・福祉担当部局と打合せをした結果、福祉タク
シーチケットといこまいＣＡＲの選択制について改善が
必要であることを確認した。

名
鉄
バ
ス

・路線バスの利用が安定的に継続されるよう、利用
実態を適切に把握し、必要に応じてダイヤ改正に
より運行便数の適正化を図る等利便性の維持につ
ながる対応策を検討する。

・新たな公共交通の導入による路線バスへの影響が
最小限となるように運行エリア等を検討する

・利用促進に関して名鉄バスと連携した取り組みを
実施する。

・江南団地Ｅ線の内、特に利用者が少ない江南団地と江南
厚生病院間のバスに乗車し利用実態の把握を行った。

・公共交通事業者と情報共有を行い、路線バスへの影響が
少ない新しい公共交通の運行エリアについて検討を行っ
た。まずは市北部地域を検討する方針とした。

・名鉄バスと連携し、11月8日に開催された高齢者教室にて
バスの乗り方教室で利用促進を行った。

い
こ
ま
い
Ｃ
Ａ
Ｒ

・利用者の利便性の向上につながる制度の見直しや
労働時間等の基準の改正に伴う影響について、タ
クシー事業者と協議し、今後のいこまいＣＡＲ制
度の在り方について検討する。

・いこまいＣＡＲの運行のひっ迫を軽減するため、
新たな公共交通としてＡＩオンデマンド交通につ
いて検討する。

・迎車回送料金（200円）を利用者負担から市負担とする検
討を行い、令和6年4月より市負担へ運用を変更した。

・ＡＩオンデマンド交通を導入している県内自治体へ調査
を行い、調査した結果および調査により見えてきた課題
をまとめた。※1

・防災安全課及び警察署では免許返納者を対象に、保健セ
ンターでは子育て世帯を対象にチラシを配付(継続）した。
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※１ 検討結果については参考資料4「AIオンデマンド交通の調査結果について」を参照



4.具体的取組みに対する評価（１）

◼ 政策評価

指標 Ｈ28(基準年) R4（前年） R5（評価年） 評価

市民一人当たりの公共交通利用回数 11 9 9 △

評価に関する考察

【参考】利用回数内訳 (単位:回)

内訳 H28(基準年)

(H28.4~H29.3)

R4(前年)

(R4.4~R5.3)

R5(評価年）

（R5.4~R6.3）

名鉄バス補助路線以外(推計) 538,525 377,729 380,846

名鉄バス補助路線 523,513 437,446 480,693

いこまいＣＡＲ 63,900 65,134 60,791

大口町コミュニティバス 11,518 9,298 10,658

合 計 1,137,456 889,607 932,988

年度末時点人口 (単位:人) 100,915 98,785 98,389

（単位:回/人）※小数点以下四捨五入
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バス補助路線

バス補助路線

以外

公共交通の利用回数

H28 R4 R5 利用回数(千回)

・令和5年度の公共交通利用回数は、コロナ禍前の状況まで回復していない状況だが、概ね回復しつつある状況と考える。

・名鉄バス補助路線以外(推計）の利用回数は、基準年である平成28年度と比較し、大幅に減少しているのは、令和3年10月か
ら一宮駅を発着する私立中学・高等学校の通学バスの運行が開始されたことが影響しているものと推測する。令和4年度と比
較すると微増しており、コロナ禍の影響が緩和され、利用客が戻りつつあるためと推測する。

・名鉄バス補助路線は令和4年度と比較すると利用回数が大幅に増加している。これは一部の路線のみが突出して増加している
わけではなく、江南病院線・江南団地A線・江南団地D線・江南団地E線の各路線で同程度増加している。

・時間帯別利用状況では平日朝10時台が最も利用人数が多く、一般タクシーの需要時間帯は平日朝8~9時であるとタクシー事
業者から報告を受けているが、令和4年度と比較すると利用回数は減少していることから、利用者のニーズが変化している、
もしくは需要を取り込めていない可能性がある。



4.具体的取組みに対する評価（２）

◼ 事業評価（路線バス）※補助路線

利用者一人当たりの市負担額（年間補助額）の
推移（補助対象期間）

区分 H28(基準年)

(H27.10~H28.9)

R4(前年)

(R3.10~R4.9)

R5(評価年)

(R4.10~R5.9)

江南・病院線 36.7 160.2 155.6

江南団地A線
(古知野高校前経由)

42.9 154.5 117.5

江南団地D線
(ヴィアモール前経由)

24.8 98.7 79.3

江南団地E線
(団地経由厚生病院行)

190.1 229.0 241.1

年間利用回数（補助対象期間） (単位:回)

区分 H28(基準年)

(H27.10~H28.9)

R4 (前年)

(R3.10~R4.9)

R5(評価年)

(R4.10~R5.9)

江南・病院線 176,574 144,582 158,573

江南団地A線
(古知野高校前経由)

166,780 118,774 131,452

江南団地D線
(ヴィアモール前経由)

154,591 150,738 157,926

江南団地E線
(団地経由厚生病院行)

24,758 16,037 16,170

(単位:円/人)
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4.具体的取組みに対する評価（３）

◼ 事業評価（路線バス）※補助路線

評価に関する考察（補助対象期間における前年度比較）

【江南団地Ｄ線・E線（共通）】

・１便当たりの利用者数について、江南団地Ｄ線は、平成28年度は9.26人、令和4年度は8.50人、令和5年度
は8.91人となった。江南団地Ｅ線は、平成28年度は6.76人、令和4年度は8.23人、令和5年度は8.31人と
なった。

・令和3年4月よりＥ線を減便し、Ｄ線に振り替え、増便したことで、利用者が増加し、Ｄ線の1人あたりの
補助額については減少した結果となった。※平日の便数を１日当たり１便増→江南団地Ｅ線からD線に振替

【江南団地E線：江南団地～江南厚生病院間】

・利用者（区間内のバス停留所乗降者数）が極めて少数となっている。利用実態調査の結果、高齢者の通院
主な利用目的であり、ヴィアモール付近や江南団地に居住している方の利用がほとんどであった。
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【江南・病院線】
・１便当たりの利用者数は平成28年度は9.06人に
対し、令和4年度は7.53人、令和5年度は8.27人
となった。

・主な利用時間帯は平日朝7時台であり、10月・
12月を除き、各月利用者数は増加している。

・布袋駅での乗降者数は増加しているのは、令和
5年4月から布袋駅にtoko⁺toko⁼labo（複合公共
施設）がオープンしたことが一因と推測される。

【江南団地Ａ線】

・１便当たりの利用者数は平成28年度は7.05人に対
し、令和4年度は5.58人、令和5年度は6.18人と
なった。

・平日朝の時間帯に便あたりの利用者が多いことか
ら、コロナ禍による影響が緩和し、通勤、通学に
利用する利用者が増加したと考えられる。

・年間のうち、特に4月の昼間の時間帯の乗降客数
が増加しているのは、曼陀羅寺の藤まつりの再開
が一因と推測される。



4.具体的取組みに対する評価（３）

◼ 事業評価（路線バス）※補助路線

評価に関する考察（参考数値）
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江南・病院線

布袋駅利用者人数（人）

下り
（厚生病院行）

上り
（布袋駅行）

計

令和4年4月～
令和5年3月

75,752 74,748 150,500

令和5年4月～
令和6年3月

82,106 83,090 165,196

前年度比 ＋6,354 ＋8,342 ＋14,696

江南団地A線利用者人数（人）

令和4年4月
※藤まつり中止

令和5年4月
※藤まつり再開

前年度比

10時台（2便） 503 899 +396

11時台（1便） 245 483 +238

12時台（1便） 179 284 +105

13時台（2便） 460 917 +457

14時台（2便） 376 592 +216

15時台（2便） 311 508 +197
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4.具体的取組みに対する評価（４）

◼ 事業評価（いこまいＣＡＲ）
市負担額の推移

H28(基準年) R4（前年） R5（評価年）

市負担額 32,002,680 32,366,510 34,670,810

年間利用状況（※令和元年10月1日から立寄りを開始） (単位:便・人)

区分 H28（基準年) R4（前年） R5（評価年）

利用便数 54,536 54,086 52,105

利用回数
（＝乗車人数）

63,900 65,134 60,791

登録者数 7,264 8,788 8,881

利用者数（登録者数のう

ち実際に利用した人数）
2,229 2,408 2,455

立寄り件数 ― 819 824

評価に関する考察
・利用便数は減少しているが、市負担額は7.1%増加した。令和5年

3月から運賃が改定された（増収率11.91%）ことが一因と考えら
れる。

・利用者数は横ばいであるが、利用便数と利用回数は減少しており、
需要を取り込めていない可能性がある。タクシー事業者の規模に
よっては運行できる車両が限られており、運行がひっ迫している
時間帯がある。平日朝は通院のための利用が多く、予約が取りづ
らい状況となっていると推測される。

（単位:円）
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32,000

34,000

36,000

H28 R4 R5

利用便数

(便)
市負担額

(千円)
市負担額と利用便数の推移

市負担額 便 数



5.自己評価から得られた課題と対応方針（令和６年度取組み事項）

課題 対応方針（令和６年度取組み事項）

公
共
交
通
政
策

・超高齢社会、労働時間基準の改正等に伴い、安
定した公共交通サービスを提供することがで
きるか懸念される。

・公共交通の需要回復が見込まれる中、一部いこ
まいＣＡＲの供給が追い付いていない時間帯
がある。

・福祉タクシーチケットといこまいＣＡＲの選択
制について改善が必要である。

・地域住民のニーズ、及び既存公共交通の課題について
の対応を反映させた政策となるよう、地域公共交通会
議検討部会を立ち上げ、新たな公共交通について協議
を進めていく。

・いこまいＣＡＲと福祉タクシーチケットとの並行登録
について、各担当部局と連携し、検討していく。

名
鉄
バ
ス

・コロナ禍後の利用状況は回復傾向だが、さらな
る利用促進を図る取り組みが必要である。

・平日朝の時間帯に便あたりの利用者が多く、一
部の補助路線において、通勤・通学の時間帯
の道路が渋滞しているため運行遅延が頻発し
ているとの報告を名鉄バスより受けている。

・主な利用者としては、高齢者だけではなく、次世代利
用者である子どもも対象とし、路線バスを最大限利用
してもらえるように利用促進を図る。

・利用実態の把握に努め、必要に応じてダイヤの適正化
を実施し、路線バスの維持に取り組む。

い
こ
ま
い
Ｃ
Ａ
Ｒ

・登録者や利用者は増加しているものの、利用便
数と利用回数は減少しており、利用者のニーズ
が変化している可能性、又は需要を取り込めて
いない可能性がある。

・利用者ニーズの変化やいこまいＣＡＲの需要の増加に
対応するため、利用時間の平準化等に向けて対策を検
討していく。
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江南市地域公共交通会議
平成19年６月27日設置

平成30年３月 「江南市における地域公共交通の基本的な考え方」策定

令和５年度 地域公共交通に関する自己評価概要（経緯）

中部様式2
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1.アピールポイント

◼ 市内バス路線・路線図の配布

→市内バス停・路線図を防災安全課および警
       察署で配布。市役所１階西ロビーにて掲示。

◼ 公共交通ＰＲチラシの配布

→名鉄バスの市内中心路線
である江南・病院線の利用促
進のため、江南厚生病院に勤
務する職員および愛北看護専
門学校の学生宛てにＰＲチラ
シを配布。

◼ 若い世帯（子育て世帯）への
いこまいＣＡＲのＰＲ

→いこまいＣＡＲのチラシ
（持ち運び可能な名刺サイズ）
を保健センターで配布。

12

◼ 高齢者教室でのＰＲ

→名鉄バスの乗降体験及び
いこまいＣＡＲの制度説明と
利用登録を実施。



■政策評価の評価方法 

 政策評価は指標の数値のみでなく、各モードごとの利用回数の経年推移や利用状況の変動などを、その理由を中心に分析し、検討する。 

また、平成 28年度実績値を基準とし、以下の評価基準により◎、〇、△、×の４段階の評価をする。 

内容 評価指標 評価基準 

政策評価 市民一人当たりの

公共交通利用回数 

◎：指標が増加している。 

〇：指標が維持している。 

△：指標が減少しており、公共交通利用回数の経年推移や利用状況の分析による結果、経過

を注視する必要がある。 

×：指標の大幅な減少が認められ、即時に方向性の変更が必要である。 

 

資料 1-2 
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資料２ 

チョイソコふそうの本格運行の承諾について 

 

 

これまでの経緯 

 扶桑町が運行する「チョイソコふそう」は、町内もしくは町内と江南厚生病院

を結ぶ利用として、令和４年１０月より実証運行を開始し、令和６年１０月から

本格運行を目指している。 

 「チョイソコふそう」の江南厚生病院への乗り入れについては、江南市の路線

バスの補助路線である江南・病院線の乗降客数に影響があるのではないかとの

懸念があり、バス事業者と扶桑町において継続的に影響について調査を進めて

きた。 

 

江南市としての懸念事項： 

「チョイソコふそう」が実証運行を開始する以前は、扶桑町に公共交通はなかっ

たため、扶桑町民が江南厚生病院まで行くためには、自家用車やタクシーで行く

か、名鉄で江南駅まで来て江南・病院線に乗り換えていたはずであり、「チョイ

ソコふそう」が運行することで江南・病院線の乗降客数が減少し、江南市の補助

金額が増えることが懸念される。 

 

 既存公共交通への影響の有無の判断については、「チョイソコふそう」の運行

開始時期がコロナ禍の影響下にあり、正確に移行した人数を比較することが困

難であることや、バス事業者と扶桑町の双方で集計できるデータが、あくまで現

時点の利用者数であり、バス事業者から「チョイソコふそう」に移行した人数を

把握することはできないことから明確な答えは出なかった。（中部運輸支局愛知

運輸支局より） 

  

  

江南市としての考え 

①「チョイソコふそう」の影響について 

現状、バス事業者から「チョイソコふそう」に移行した人数の把握は困難なた

め、「チョイソコふそう」の江南厚生病院行きの予約者数と、江南厚生病院停留

所の乗降客数の実績とを比較した場合、現時点では影響はあまり受けていない

が、今後「チョイソコふそう」の利用者が増加し、江南・病院線への影響が大き

くなる可能性もあることから、扶桑町には引き続き市と情報共有を図り、「チョ

イソコふそう」の影響の把握に努めてもらうこととする。 
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②今後の展開について 

市境に住む市民からは扶桑町内の大型商業施設等の利用ニーズがあることを

伺っている。市としても、扶桑駅や扶桑町内の大型商業施設などへの新たな移動

手段を提供することは、市民の利便性向上に繋がることであるため、検討が必要

であると考えている。 

「チョイソコふそう」の市への乗り入れや市民の移動ニーズを満たすための

地域間を跨ぐ公共交通の検討には、互いの自治体間の協力関係は不可欠である

ため、改めて互いの公共交通において協力を必要とするときは、協力を惜しまな

い関係としていきたい。 

 

【チョイソコふそうの本格運行に対する江南市の方針】 

〇「チョイソコふそう」に関しては、引き続き市と情報共有を図り、「チョイソ

コふそう」の影響の把握に努めること。 

〇江南市の公共交通において、扶桑町の協力が必要になった場合は、扶桑町は江

南市に対して前向きに協力する。 

上記２点を扶桑町に対して、「チョイソコふそう」の江南市内への乗り入れを承

諾するための条件とする。 

 

 

 

（参考） 

チョイソコふそうの本格運行への移行に向けての江南市の今後のスケジュール 

 

  ※江南市 HP掲載 

(扶桑町) 

ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ（５月中に実施） 

・運賃(ﾁｮｲｿｺふそう全体) 

➡運賃についての意見は

まとめてこちらで募集 

・地域公共交通計画改訂

案 

➡厚生病院への乗り入れ

についての意見も募集 

 

江南市 

地域公共交通会議 

 

・厚生病院への乗

り入れの承諾 

（８月開催） 

 

 

江南市 

公共交通運賃料金

協議会 

・運賃(厚生病院行

き分) 

（公共交通会議と 

同日開催） 
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資料３ 

第１回江南市地域公共交通会議検討部会の報告 

 

 

第１回江南市地域公共交通会議検討部会 要旨 

 

●日  時 令和６年５月 24 日（金） 午後３時～午後５時 

●場  所 市役所３階防災センター仮眠待機室・救護室 

●委  員 出席 14 名（松尾 幸二郎、大野 淳、本地 祐一郎、小林 小百合、

長屋 涼、高橋 正博、早川 光明、尾関 明彦、森 ケイ子、宮川 

高彰、伊藤 光洋、大野  一造、小森 洋子、鵜飼 篤市） 

     欠席１名（野呂 直樹） 

 

ＡＩオンデマンド交通の調査結果から見えてきた課題 

  

車両のサイズ ・市内の狭い道路状況に適応した車両サービスを選定する必要

がある。（乗車定員、乗客のパーソナルスペースの確保） 

運行エリア ・既存公共交通への影響を考慮する必要がある。（路線バスへの

乗り換え拠点の設定やいこまいＣＡＲの運行のひっ迫の軽減

等） 

ターゲット（対

象者）の選定 

利用者を制限するのではなく、主なターゲット(対象者)を設定

することで、いこまいＣＡＲとの住み分けを図る必要がある。

（元気な高齢者や子育て世代等） 

移動のニーズ

の把握 

・同じ時間帯に同じ目的地に行くニーズをまとめることで、運送

効率を高めることが出来る。 

 

 【委員からの質問】 

  ○市北部地域を選んだ理由は？ 

  ⇒市の北部地域はバス路線が乏しいことから運行地区ごとの人口に対する（いこま

いＣＡＲ）利用者の割合が他の地域と比較して多いため、運行エリアとして想定。

これまで路線バスが直接接続していないフラワーパーク江南や蘇南公園へアク

セスできるようにすることで利便性の向上を図る。 

  ○一宮市や犬山市で導入しているコミュニティバスは検討の余地があるか。 

  ⇒コミュニティバスについては検討外としているわけではなく、ＡＩオンデマンド

交通を調査した結果から、その中で見えてきた課題に対して江南市の地域特性に

あった公共交通を考えていく。 

  ○市北部地域の公共交通の運行区域は北部地域に限定するか、（それとも）江南駅等

まで接続するか。北部地域への導入を検討する理由は何か。 

  ⇒運行区域については、既存の公共交通に影響の少ないように既存の路線バスへの

乗り換え拠点を設けたいと考えている。 
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【その他】 

新しい公共交通の導入については、「江南市における地域公共交通の基本的な考

え方」に規定されていないものとなる可能性があるため、基本的な考え方を現

状に即した形に時点修正を行う。 

 

【今後の予定】 

第２回検討部会にて、新たな公共交通のいくつかの案を提示し、協議する予定

である。 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    令和５年度 

江南市地域公共交通 

（いこまいＣＡＲ・バス） 

の利用状況 

 

 

 

令和６年６月 

都市整備部都市計画課 
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１．いこまいＣＡＲ（予約便）利用状況（経年比較） 

１）市負担額・利用便数の推移 

 市負担額・利用便数とも、平成25年度までは増加していたが、平成26年度の料金改定※1後は、

一時減少し、同程度の利用状況が続いている。 

 令和５年度は前年と比較し、負担額は7.1％の増加、便数は3.7％の減少、平常時（コロナ禍前）と

同程度となった。 

 

 

     ※２ R5.11から名鉄西部交通㈱で導入された時間外指定予約料金（３００円）は、メーター運賃に含まない。 

     ※３ R5.3.20から尾張・三河地区タクシー運賃が改定され、国土交通省より新運賃が公示された（増収率11.91%）。 

２）登録者数・利用者数の推移  

 令和５年度末の登録者数は、8,881人で、前年度と比較して1.1％の増、利用者数は2,455人で、

2.0％の増となり、登録者数の伸びは鈍化しているが、利用者数は平常時（コロナ禍前）と同程度と

なった。令和元年10月から開始した立寄りは、令和５年度は824件となり、前年度と比較して5件増

加した。 

 
※利用者数：登録者の内、いこまい CARを利用した人数 

 

1,910

8,371

17,090

24,536
27,818 32,047

35,916
32,089

30,644

32,003 31,931
32,060

32,917
29,294

31,941
32,367 34,671

292

1,181

2,437

3,567
4,188

4,862
5,506

3,307

13,446

27,905

40,199

46,547

53,404

59,765

57,285
53,850

54,536 54,661

54,375

56,174

50,024
54,51454,08652,105
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H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

利用便数（便）市負担額（千円） いこまいＣＡＲ（予約便）利用状況

メーター運賃 迎車料金 便 数

1,236
1,986

3,117

4,127
4,872

5,451
6,013 6,443

6,874 7,264 7,642 7,642

8,033 8,136 8,272
8,788 8,881

308 695 1,181
1,640 1,794

2,149 2,189 2,169 2,117 2,229 2,336 2,355

2,405 2,118 2,351 2,408 2,455

0
1,000

2,000
3,000

4,000

5,000

6,000
7,000

8,000

9,000
10,000

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

（人） 登録者数・利用者数 登録者数累計 利用者数

※1 Ｈ26料金改定概要： 迎車料金を市負担→利用者負担、利用者負担を 100円未満切捨て→10円未満切捨てに変更。 

 



  2  

登録者数・利用状況 

年度 

登録者数 

（人）  
利用回数 

（回：人） 

便 数

（便） 

利用率

(人/便) 

立寄り件

数 

  （件） 
市負担額（円） 

1便当りの額（円） 

利用者

数 
利用料金分 市負担分 合計 

H19 1,236 308 3,887 3,307 1.18 ‐ 2,202,240 485 666 1,151 

H20 1,986 695 17,351 13,446 1.29 ‐ 9,552,140 534 710 1,244 

H21 3,117 1,181 37,590 27,905 1.35 ‐ 19,526,940 521 700 1,221 

H22 4,127 1,640 51,348 40,199 1.28 ‐ 28,103,170 517 699 1,216 

H23 4,872 1,794 54,692 46,547 1.17 ‐ 32,006,190 501 688 1,189 

H24 5,451 2,149 63,550 53,404 1.19 ‐ 36,908,650 501 691 1,192 

H25 6,013 2,189 70,911 59,765 1.19 ‐ 41,421,510 499 693 1,192 

H26 6,443 2,169 67,932 57,285 1.19 ‐ 32,088,610 651 560 1,211 

H27 6,874 2,117 62,075 53,850 1.15 ‐ 30,644,050 661 569 1,230 

H28 7,264 2,229 63,900 54,536 1.17 ‐ 32,002,680 682 587 1,269 

H29 7,642 2,336 67,411 54,661 1.23 ‐ 31,931,270 678 584 1,262 

H30 8,007 2,355 66,971 54,375 1.23 ‐ 32,060,200 684 

 

584 1,274 

R1 8,398 2,405 68,828 56,174 1.23 185 32,917,200 680 586 1,266 

R2 

 

2 

 

8,501 2,118 61,748 50,024 

 

1.23 606 

 

29,293,990 680 586 1,266 

 R3 

 

2 

 

8,637 2,351 66,276 54,514 1.22 730 31,940,690 681 586 1,267 

R4 

 

2 

 

8,788 2,408 65,134 54,086 1.20 819 32,366,510 695 598 1,293 

R5 8,881 2,455 60,791 52,105 1.17 824 34,670,810 820 665 1,485 

計 - 

 

 

 

 

 

 
 

- 889,614  734,078 1.21 2,340 454,966,040 - - - 

※利用回（人）数：いこまい CARに乗車した人の数（相乗りした者も含む） 

２．いこまいＣＡＲ（予約便）利用状況（令和５年度） 

１）年齢別登録者数・利用者数 

 令和５年度末の登録者数は8,881名、うち70歳代が30.8％、80歳代が39.3％と突出して高くなっ

ており、登録者全体の約７割が70歳以上の高齢者となっている。

 

２）年齢別運行便数割合 

 令和5年度は、70歳代29.5％、80歳代が50.0％と利用の大半を占めており、70歳代以上の利

用割合が約85％を占めている。90歳代以上は前年度と比較して1.6%増加した。 

 

0 12 45 61 119 191 
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1,144 

102 5 77 209 387 
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2,349 
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１０歳代 ２０歳代 ３０歳代 ４０歳代 ５０歳代 ６０歳代 ７０歳代 ８０歳代 ９０歳代～

（人） 年齢別登録者数・利用者数（令和５年度）
非利用者
利用者
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1.3
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28.8
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51.7

50.0

4.1

4.1

5.7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

R3
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R5

年齢別運行便数割合（令和３年～令和５年度）
１０歳代

２０歳代

３０歳代

４０歳代

５０歳代

６０歳代

７０歳代

８０歳代

９０歳代～
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年齢別登録者数・利用者数累計 （令和6年3月31日現在） 

年代 
登録者 

（人） 

 
登録者
割合 
（％） 

人口 
（人） 

人口に対
する登録
者割合 
（％） 

利用 
者数 
（人） 

利用者
数割合 
（％） 

１０歳代 5 0 0.0 0.1 4,875 0.1 

２０歳代 89 12 13.5 1.0 9,617 0.9 

３０歳代 254 45 17.7 2.9 10,016 2.5 

４０歳代 448 61 13.6 5.0 13,049 3.4 

５０歳代 687 119 17.3 7.7 15,741 4.4 

６０歳代 843 191 22.7 9.5 10,984 7.7 

７０歳代 2,735 781 28.6 30.8 12,597 21.7 

８０歳代 3,493 1,144 32.8 39.3 8,359 41.8 

９０歳代～ 327 102 31.2 3.7 1,508 21.7 

計 8,881 2,455 27.6 100.0 86,746 10.2 

令和6年3月31日現在の人口…98,389人 

15歳未満は登録不可であるため10歳代には10～14歳は含まない 

15歳未満の人口…11,643人 

 

年齢別運行便数 

年齢 
R5 R3 R4 

便数 
（便） 

割合 
（％） 

割合 
（％） 

割合 
（％） 

１０歳代 0 0.0 0.0 0.0 

２０歳代 60 0.1 0.3 0.3 

３０歳代 295 0.6 1.3 1.3 

４０歳代 1,049 2.0 2.2 2.2 

５０歳代 2,371 4.6 3.3 4.6 

６０歳代 3,886 7.5 7.0 7.0 

７０歳代 15,391 29.5 30.2 28.8 

８０歳代 26,057 50.0 51.6 51.7 

９０歳代～ 2,996 5.7 4.1 4.1 

計 52,105 100.0 100.0 100.0 

～６４歳 5,757 11.0 9.1 11.3 

６５歳～８４歳 33,142 63.6 64.1 62.6 

８５歳～ 13,206 25.4 26.8 26.1 

計 52,105 100.0 100.0 100.0 

３）時間帯別利用割合 

 朝８時台から徐々に高くなり、10時台でピークを迎え、その後は減少する傾向にあるが、15時台に

利用者が増加する。令和５年度は、８時台から12時台までの利用が合計で70％超となり、午前中

の利用者が多い。この傾向について、直近３年間で大きな変化は見られない。

 

４）曜日別利用割合 

月曜から金曜日の平日の利用がどの曜日もほぼ同じ水準で高い。土曜・日曜日の休日の利用は低

く、特に日曜日の利用が低い。
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時間帯別利用割合（令和3年～令和5年度） 8時台
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17.0

16.9

16.6

18.4

17.8

18.5

17.5

18.0

17.5

15.1

14.3

15.4

19.6

20.4

19.4

8.6

8.5

8.2

3.8

4.1

4.4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ｒ3
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曜日別利用割合（令和3年度～令和5年度） 月曜日
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水曜日

木曜日

金曜日

土曜日

日曜日
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時間帯別利用状況 

時間帯 

Ｒ5 R3 R4 

利用人数 
（人） 

割合
（％） 

割合
（％） 

割合
（％） 

8時台 4,560 7.5 7.7 7.7 

9時台 8,876 14.6 15.6 15.2 

10時台 12,607 20.7 20.1 20.4 

11時台 8,754 14.4 14.9 14.7 

12時台 8,378 13.8 12.1 13.3 

13時台 5,972 9.9 9.7 9.8 

14時台 3,355 5.5 6.9 5.3 

15時台 5,189 8.5 7.3 8.3 

16時台 2,828 4.7 5.1 4.7 

17時台 272 0.4 0.6 0.6 

計 60,791 100.0 100.0 100.0 

曜日別利用状況 

曜日 

R5 R3 R4 

利用人数 
（人） 

割合
（％） 

割合
（％） 

割合
（％） 

月曜日 10,115 16.6 17.0 16.9 

火曜日 11,224 18.5 18.4 17.8 

水曜日 10,629 17.5 17.5 18.0 

木曜日 9,377 15.4 15.1 14.3 

金曜日 11,816 19.4 19.6 20.4 

土曜日 5,007 8.2 8.6 8.5 

日曜日 2,623 4.4 3.8 4.1 

計 60,791 100.0 100.0 100.0 

 

 

５）利用目的別割合 

令和５年度は、通院が54.2％、買い物が17.6％、訪問が24.6％で、96.4％を占める。 

半数以上が通院目的でいこまいＣＡＲを利用している傾向は変わらないが、令和５年度は通院目的

が4.2%減少し、訪問目的が5.6%増加した。

 

 

６）一便当たりの料金別利用割合 

 令和５年度は、初乗運賃までの利用が11.3％、1,000円までの利用を含めると32.3％であり、

87.1％が2,000円までの利用となっている。また、1,000～1,500円の区分の利用が最も高く、

33.8％となっている。直近３年間で、2000円以上の利用者は増加傾向である。 
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利用目的別利用状況             

利用目的 

R5 R3 R4 

利用人数 

（人） 
割合

（％） 

割合

（％） 

割合

（％） 

通院 32,970 54.2 58.0 58.4 

買い物 10,656 17.6 17.4 18.2 

訪問 14,916 24.6 19.5 19.0 

習い事 44 0.1 0.1 0.1 

娯楽 330 0.5 0.5 0.7 

食事 573 0.9 0.6 0.5 

その他 1,302 2.1 3.9 3.1 

計 60,791 100.0 100.0 100.0 

※その他：市役所、郵便局・銀行、法要、スポーツ、 

旅行等 

 

 

７）登録者一人当たりの利用回数割合 

 令和５年度は、５回以下の利用が45.4％で、10回以下の利用を含めると60.0％と、半数以上が

年間10回以下の利用となっている。 

また、30回以下の利用が1.5%減少し、５回以下の利用者が4.1％増加した。 

 

登録者一人当たりの利用回数 

回数 

R5 R3 R4 

人数 
割合

（％） 
人数 

割合

（％） 
人数 

割合

（％） 

5回以下 1,114 45.4 964 41.0 994 41.3 

10回以下 359 14.6 365 15.5 357 14.8 

20回以下 352 14.3 342 14.6 379 15.7 

30回以下 196 8.0 221 9.4 229 9.5 

40回以下 111 4.5 114 4.9 105 4.4 

50回以下 84 3.4 74 3.1 75 3.1 

100回以下 139 5.7 162 6.9 161 6.7 

150回以下 51 2.1 52 2.2 51 2.1 

200回以下 15 0.6 24 1.0 34 1.4 

200回超 34 1.4 33 1.4 23 1.0 

計 2,455 100.0 2,351 100.0 2,408 100.0 
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一人当たりの利用回数割合（令和３年度～令和５年度） 5回以下

10回以下

20回以下

30回以下

40回以下

50回以下

100回以下

150回以下

200回以下

200回超

メーター料金 

R5 R3 R4 

件数 

（件） 

割合 

（％） 

市負担額 

（円） 

割合 

（％） 

割合 

（％） 

初乗運賃 5,889 11.3 1,846,260 14.9 13.3 

1,000円まで 10,923 21.0 4,556,310 29.6 29.0 

1,500円まで 17,644 33.8 10,852,780 34.0 34.4 

2,000円まで 10,929 21.0 9,406,160 14.9 15.7 

2,500円まで 4,866 9.3 5,368,660 5.2 6.2 

3,000円まで 1,399 2.7 1,870,670 1.1 1.2 

3,000円超過 455 0.9 769,970 0.3 0.2 

計 52,105 100.0 34,670,810 100.0 100.0 

料金別利用状況 
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８）地区別登録者割合 

 令和５年度は、⑪宮田・後飛保・前飛保・松竹・河野地区が14.0％と最も高く、次いで①古知野・

赤童子・大間地区が12.3％となっているが、人口に対する登録者割合をみると、⑩村久野・宮田神

明・藤ケ丘地区が10.9％と最も高くなっている。 

 

地区別登録者数 

№ 地  区 

R5 R3 R4 
    

人口 
（人） 

人口に対する 
登録者割合 
（％） 

登録者 
割合 
（％） 

登録者 
割合 
（％） 

登録者 
（人） 

割合 
（％） 

利用者数 
（人） 

割合 
（％） 

① 古知野・赤童子・大間 1,095 12.3 302 12.3 14,177 7.7 12.7 12.4 

② 高屋・野白・飛高 849 9.6 214 8.7 12,794 6.6 9.5 9.5 

③ 北野・尾崎・石枕・宮後・山王・前野 759 8.5 230 9.4 8,321 9.1 8.8 8.8 

④ 般若・中般若・和田・勝佐・山尻・江森 641 7.2 142 5.8 7,971 8.0 7.3 7.2 

⑤ 上奈良・東野・島宮 804 9.1 223 9.1 8,054 10.0 8.8 9.0 

⑥ 布袋・布袋下山・木賀・木賀本郷・中奈良・五明・小郷 737 8.3 210 8.6 9,085 8.1 8.0 8.2 

⑦ 天王・北山・南山・小折・小折本・小折東・田代・曽本 522 5.9 149 6.1 4,999 10.4 5.5 5.6 

⑧ 力長・今市場・安良・寄木・大海道・木賀東 732 8.2 209 8.5 7,027 10.4 8.6 8.4 

⑨ 草井・鹿子島・小杁・小脇・慈光堂 476 5.4 87 3.5 5,078 9.4 5.5 5.5 

⑩ 村久野・宮田神明・藤ケ丘 1,019 11.5 335 13.6 9,342 10.9 11.3 11.4 

⑪ 宮田・後飛保・前飛保・松竹・河野 1,247 14.0 354 14.4 11,541 10.8 14.0 14.0 
 計 8,881 100.0 2,455 100.0 98,389 9.0 100.0 100.0 

 

９）出発地区別利用人数割合 

 令和５年度は、②高屋・野白・飛高地区が18.9％と最も高く、次いで、①古知野・赤童子・大間地

区が15.3％となっている。①古知野・赤童子・大間地区に江南駅や、病院、 商業施設などの都市

機能増進施設が多数存在していることから、②高屋・野白・飛高地区に江南厚生病院が近くに立地

することから、利用者が多い状況となっている。 
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出発地区別利用人数 

 

 

１０）地区（小学校区）別登録者割合 

 令和５年度は、⑤布袋小学校区が14.9％と最も高く、次いで③古知野南小学校区が13.6％とな

っているが、人口に対する登録者割合をみると、⑨藤里小学校区が12.6％と最も高く、次いで➆宮

田小学校区が10.8％となっている。

 

地区別登録者数 

№ 地  区 

R5 R3 R4 
     

人口 
（人） 

人口に対する 
登録者割合 
（％） 

登録者 
割合 
（％） 

登録者 
割合 
（％） 

登録者 
（人） 

割合 
（％） 

利用者数 
（人） 

割合 
（％） 

市負担額 
（円） 

① 古知野東小学校 1,032 11.6  298 12.1  3,589,110 13,922 7.4  11.8  12.2 

② 古知野西小学校 794 8.9  224 9.1  3,021,580 7,879 10.1  8.7  8.4 

③ 古知野南小学校 1,212 13.6  343 14.0  6,237,380 15,409 7.9  14.0  15.4 

④ 古知野北小学校 640 7.2  141 5.7  1,337,680 8,256 7.8  7.3  5.5 

⑤ 布袋小学校 1,322 14.9  378 15.4  6,055,240 14,683 9.0  14.2  15.4 

⑥ 布袋北小学校 669 7.6  190 7.7  3,012,930 6,432 10.4  7.9  7.5 

⑦ 宮田小学校 1,178 13.3  329 13.4  3,853,960 10,852 10.9  13.3  11.8 

⑧ 草井小学校 643 7.3  133 5.4  1,806,040 7,354 8.7  7.4  6.6 

⑨ 藤里小学校 765 8.6  267 10.9  4,439,050 6,001 12.7  8.4  10.5 

⑩ 門弟山小学校 626 7.0  152 6.3  1,317,840 7,601 8.2  7.0  6.7 
 計 8,881 100.0  2,455 100.0  34,670,810 98,389 9.0  100.0  100.0 
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地区別登録者割合（令和３～令和５度） ①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

  R5 R3 R4 
      

利用者
割合 
（％） 

利用者
割合 
（％） 

№ 地  区 利用人数 
（人） 

割合 
（％） 

運行 
（便） 

利用率 
(人/便) 

① 古知野・赤童子・大間 9,306 15.3  7,978 1.17  15.2  16.0 

② 高屋・野白・飛高 11,485 18.9  9,359 1.23  20.7  19.5 

③ 北野・尾崎・石枕・宮後・山王・前野 5,969 9.8  5,361 1.11  9.9  9.8 

④ 般若・中般若・和田・勝佐・山尻・江森 2,439 4.0  2,173 1.12  3.8  3.8 

⑤ 上奈良・東野・島宮 5,002 8.2  4,372 1.14  8.4  8.0 

⑥ 布袋・布袋下山・木賀・木賀本郷・中奈良・五明・小郷 4,777 7.9  4,327 1.10  8.5  7.7 

⑦ 天王・北山・南山・小折・小折本・小折東・田代・曽本 2,552 4.2  2,331 1.09  4.6  4.0 

⑧ 力長・今市場・安良・寄木・大海道・木賀東 2,788 4.6  2,531 1.10  4.9  4.7 

⑨ 草井・鹿子島・小杁・小脇・慈光堂 1,168 1.9  953 1.23  1.9  2.1 

⑩ 村久野・宮田神明・藤ケ丘 6,775 11.2  5,772 1.17  8.5  10.6 

⑪ 宮田・後飛保・前飛保・松竹・河野 8,530 14.0  6,948 1.23  13.6  13.8 

計  60,791 100.0  52,105 1.17  100.0  100.0 
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１１）登録住所別運行便数割合 

 令和５年度は、⑤布袋小学校区が15.4％と最も高く、次いで、③古知野南小学校区が14.0％と

なっている。令和４年度から令和５年度にかけて、➆宮田小学校区が8.8ポイントから13.4ポイントに

4.6ポイント増加している。 

 

登録住所別利用者数 
  R5 R3 R4 
        

便数 
割合 
（％） 

便数 
割合 
（％） 

№ 地  区 
利用人
数 
（人） 

運行 
（便） 

割合 
（％） 

利用
率 

(人/
便) 

人口 
（人） 

1人当
りの利

用回数
（回/
人） 

市負担額 
(円) 

① 古知野東小学校 7,458 6,456 12.4  1.16  13,922 0.54  3,589,110 13.9  12.8 

② 古知野西小学校 5,188 4,548 8.7  1.14  7,879 0.66  3,021,580 8.3  8.5 

③ 古知野南小学校 11,799 9,958 19.1  1.18  15,409 0.77  6,237,380 16.5  18.5 

④ 古知野北小学校 2,480 2,116 4.1  1.17  8,256 0.30  1,337,680 3.9  4.1 

⑤ 布袋小学校 8,331 7,739 14.9  1.08  14,683 0.57  6,055,240 17.2  14.8 

⑥ 布袋北小学校 4,515 4,066 7.8  1.11  6,432 0.70  3,012,930 8.3  8.5 

⑦ 宮田小学校 6,863 5,542 10.6  1.24  10,852 0.63  3,853,960 11.0  8.8 

⑧ 草井小学校 3,346 2,826 5.4  1.18  7,354 0.45  1,806,040 5.4  6.4 

⑨ 藤里小学校 7,996 6,713 12.9  1.19  6,001 1.33  4,439,050 11.3  12.3 

⑩ 門弟山小学校 2,815 2,141 4.1  1.31  7,601 0.37  1,317,840 4.2  5.3 

計 60,791 52,105 100.0  98,389  34,670,810 100.0 100.0 

  

参考：小学校の通学区域 

№ 学校名 通学区域 

① 古知野東小学校 前野町、宮後町、山王町、石枕町、高屋町（清水の一部、大松原の一部を除く）、野白町 

② 古知野西小学校 上奈良町（錦の一部を除く）、東野町（岩見を除く）、島宮町 

③ 古知野南小学校 
赤童子町、大間町、北野町、尾崎町、古知野町（花霞、高瀬、宮裏の一部を除く）、上奈良

町錦の一部 

④ 古知野北小学校 中般若町、般若町、勝佐町、和田町、山尻町、江森町、高屋町大松原の一部 

⑤ 布袋小学校 

布袋町、布袋下山町、小郷町、小折町、田代町、天王町、北山町、南山町、小折本町、小

折東町、曽本町、五明町、中奈良町、木賀町、木賀本郷町、寄木町の一部（天道、白山の

一部、秋葉の一部、稲木の一部を除く） 

⑥ 布袋北小学校 
力長町、今市場町、安良町、大海道町、木賀東町、寄木町の一部（天道、白山の一部、秋

葉の一部、稲木の一部） 

⑦ 宮田小学校 
後飛保町、河野町、松竹町、宮田町、前飛保町、（緑ヶ丘、藤町を除く）、東野町の一部（岩

見） 

⑧ 草井小学校 
鹿子島町、小杁町、慈光堂町、小脇町、草井町、村久野町の一部（河戸、藤里、宮出、大

門、門弟山、冨士塚、南大門、鳥附、鈴道を除く） 

⑨ 藤里小学校 藤ケ丘、宮田神明町、村久野町の一部（河戸、藤里、宮出、大門） 

⑩ 門弟山小学校 
飛高町、古知野町の一部（花霞、高瀬、宮裏の一部）、高屋町の一部（清水の一部）、前飛

保町の一部（緑ヶ丘、藤町）、村久野町の一部（門弟山、冨士塚、南大門、鳥附、鈴道） 
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参考：いこまいＣＡＲ地区別位置図 （（１０）、（１１）は小学校区ごとの区分のため地図とは異なる） 
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３．名鉄バス（補助路線）利用状況 

１）利用者数（路線別） 

 令和５年度は、江南・病院線で165,196人、江南団地Ａ線で136,545人、江南団地Ｄ線で

162,442人、江南団地Ｅ線で16,510人の利用があり、それぞれ前年と比較して、江南・病院線で

14,696人の増、江南団地Ａ線で14,441人の増、江南団地Ｄ線で12,745人の増、江南団地Ｅ線で

1365人の増となった。 

 
 

２）一便当たり利用者数（路線別） 

 令和５年度は江南・病院線で8.60人/便、江南団地Ａ線で6.41人/便、江南団地Ｄ線で9.15人/

便、江南団地Ｅ線で8.46人/便の利用があり、それぞれ前年と比較して、江南・病院線で0.76人/

便の増、江南団地Ａ線で0.67人/便の増、江南団地Ｄ線で0.71人 /便の増、江南団地Ｅ線で0.69

人/便の増となった。 

 

利用者数・利用状況（路線・年度別 4月-3月） 
 R3 R4 R5 

区分 利用者
（人） 

便数 
（便） 

利用率 
(人/便) 

利用者
（人） 

便数 
（便） 

利用率 
(人/便) 

利用者
（人） 

便数 
（便） 

利用率 
(人/便) 

江南・病院線 138,121 19,179 7.20 150,500 19,193 7.84 165,196 19,202 8.60 

江南団地Ａ線(古知野高校前経由) 112,323 21,161 5.31 122,104 21,278 5.74 136,545 21,307 6.41 

江南団地Ｄ線(ヴィアモール前経由) 149,273 17,659 8.45 149,697 17,739 8.44 162,442 17,750 9.15 

江南団地Ｅ線(団地経由厚生病院行) 15,932 1,949 8.17 15,145 1,948 7.77 16,510 1,952 8.46 

計 415,649 59,948 6.93 437,446 60,158 7.27 480,693 60,211 7.98 
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３）利用者一人当たりの市負担額（路線別補助額） 

 令和５年度は、江南・病院線で155.6円、江南団地Ａ線で117.5円、江南団地Ｄ線で79.3円、江

南団地Ｅ線で241.1円の補助となっている。

 
 

利用者一人当たりの市負担額（補助年度別補助額 補助期間：１０月-９月） 

区分 

R3 R4 R5 

利用者数 
（人） 

補助額 
（円） 

一人当り 
の補助額 
（円/人） 

利用者数 
（人） 

補助額 
（円） 

一人当り 
の補助額 
（円/人） 

利用者数 
（人） 

補助額 
（円） 

一人当り 
の補助額 
（円/人） 

江南・病院線 135,413 28,816,000 212.8 144,582 23,168,000 160.2 158,573 24,677,000 155.6 

江南団地Ａ線 
（古知野高校前経由） 

112,971 19,403,000 171.8 118,774 18,352,000 154.5 131,452 15,448,000 117.5 

江南団地Ｄ線 
（ヴィアモール前経由） 

143,804 12,932,000 89.9 150,738 14,876,000 98.7 157,926 12,521,000 79.3 

江南団地Ｅ線 
（団地経由厚生病院行） 

19,389 6,693,000 345.2 16,037 3,673,000 229.0 16,170 3,898,000 241.1 

計 411,577 67,844,000 164.8 430,131 60,069,000 139.7 464,121 56,544,000 121.8 

*令和３年度・令和４年度の補助額および一人あたりの補助額について、補助金額の誤算定による

返還金の変更を反映した数値になります。 
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４．大口町コミュニティバス利用状況 

１）中部ルート（毎日運行便） （江南駅行） 

 令和５年度は、市内停留所の乗降者数が3,091人で、前年と比較し、293人の減となった。 

 今市場・力長町の乗降者数は381人、尾崎町の乗降者数は177人、江南駅の乗降者数は2,533

人となっている。 

 

 

２）中部ルート（毎日運行便） （バロー行） 

 令和５年度は、市内停留所の乗降者数が2,446人で、前年と比較し、33人の減となった。 

 今市場・力長町の乗降者は410人で、前年と比較し、64人の増となった。 
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３）中部ルート（平日朝・夕運行便） （江南駅行） 

 中部ルート（平日朝・夕運行便）について、令和２年４月に若宮八幡社前停留所を新設した。若宮

八幡社前を経由する江南駅行は朝便のみであり、若宮八幡社前の乗車人数は 34 人、降車人数

は 0人となっている。 

 
 

４）中部ルート（平日朝・夕運行便） （さくら総合病院前行） 

 中部ルート（平日朝・夕運行便）について、令和２年４月に若宮八幡社前停留所を新設した。江南

駅発で若宮八幡社前を経由する便は夕便のみであり、若宮八幡社前の乗車人数は０人、降車人

数は４人となっている。 

 
 

５）南部ルート（毎日運行便） （布袋駅行） 

 令和５年度は、市内停留所の乗降者数が3,953人で、前年と比較し、1473人の増となった。 

布袋駅の乗降者は1460人の増、天王町は1人の増、北山町は12人の増となっている。 
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６）南部ルート（毎日運行便） （外坪松山行） 

 令和５年度は、市内停留所の乗降者数が1,502人で、前年と比較し、337人の増となった。 

 布袋駅の乗降者は363人の増、北山町は12人の減、天王町は14人の減となっている。 
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５．江南市内のバス路線・停留所 
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１．江南市の地域公共交通の実態

２．平成25年度市民アンケート調査結果

３．地域公共交通を語る会での市民意見

○交通インフラのカバー状況
・駅から半径1km、バス停から半径500m圏域の人口カバー率は78.7％

・いこまいＣＡＲ、福祉タクシー料金助成制度等により、市内全域の移動サービ
スあり。
○交通インフラの維持の状況
・市が財政投入する公共交通の年間延べ利用者数：約62万人。
・最近３年間の利用者推移は、ほぼ横ばい。いこまいＣＡＲの登録者数は増加。
・財政投入は年間約6,000万円。・財政投入額は増加傾向。

○公共交通の満足度
・「バス」の満足度は、「わからない」が41％。「満足」が15％、「不満」が34％。
○事業評価（税投入とサービス維持とのバランス）
・「今後の税金投入とサービス水準のあり方」は、「わからない」が35％、
「税投入を抑制すべき」が21％、「現状は妥当」が15％、「税金投入拡大」
が4％となっている。

（１）名鉄バスに対する主な意見
・サービス拡充要望あり。赤字の大きい路線をやめてコミバスへの転換など。
（２）いこまいＣＡＲに対する主な意見

・なくしてほしくない。サービス拡充要望あり。２重投資問題、福祉タクシー料
金助成制度との役割分担など制度について再検討すべき。

（３）高齢者・福祉タクシー助成制度に対する主な意見
・不適切な利用の制限を行うべき。登録条件の見直しなど。
（４）大口町コミュニティバスに対する主な意見
・便数が少ない。江南市、大口町、扶桑町で一緒に対応すべき。
（５）交通空白についての意見
・交通空白がないというのはおかしい。困っている地域がある。
・交通不便地域の解消が大切。
（６）新たなサービスに対する意見
・新しいコミュニティバス・巡回バス・無料バス等の確保。
・スクールバス、企業従業員送迎バス等の活用。
（７）駅前整備に対する意見
・駐輪場、駐車場の整備。駅周辺の交通規制。
（８）自転車利用についての意見
・自転車で気軽に走れる道路・歩道の整備。シェアサイクルの導入。
（９）税金投入についての意見
・拡大意見と抑制意見の両方あり。
（10）その他の意見
・現状は充実、将来が不安という意見。もっと情報提供すべき。 など

基礎調査結果にみる「現状確認」

・交通体系＝路線バス(名鉄・大口)+いこまいＣＡＲ
・人口カバー率：約8割。移動制約者にもサービス提供できている。

１．現時点で江南市の公共交通は課題はあるもののおおむね充足

３．地域間の格差及び地域の機運

・地域間、地域内でも公共交通に対する考え方等に相違点がある。
・地域としての公共交通に対する機運が高まっていない。

２．既存の公共交通に対する個別要請

・利用者アンケートや公共交通を語る会では様々な個別要請を確認。
・個別要請を専門的に検討する体制を整えるべき。

地域公共交通の基本的な考え方

１．地域公共交通政策の考え方 ・コンパクトエリアと想定される区域については、鉄道や路線バスを中心に市民の足を
確保する。
・コンパクトエリア外については、既存の公共交通をできる限り維持する。
・市内全域で、路線バス等でカバーできないエリアはいこまいＣＡＲを運行する。

・路線バス・いこまいＣＡＲで対応できない場合は、福祉施策である福祉タクシー料金助
成制度（福祉タクシー）や通常のタクシーにより市民の移動を担う。

・地域主体の新しい公共交通サービスの導入については、ルールを定め、必要な支援
を行う。

３．地域公共交通政策に関する評価

新しい総合計画の策定

「コンパクト・
プラス・ネット
ワーク」のま
ちづくりを推
進する。

２．地域公共交通の課題対応

４．地域主体の新しい公共交通
サービスの導入ルールの設定

江南市の地域公共交通の実態（基礎調査結果） 江南市における地域公共交通の基本的な考え方

課題 対応策

既存の地域公
共交通サービ
スについての
課題（個別要
請）

1.名鉄バス（路線バス） 名鉄バス（路線バス）の維持確保（江南・病院線、江南団地線）

2.いこまいＣＡＲ いこまいＣＡＲの維持確保

3.福祉タクシー料金助成制度 高齢者・福祉障害者福祉タクシー料金助成制度の継続

4.大口町コミュニティバス 大口町コミュニティバス（大口町）の運行協力

新たな交通
サービスにつ
いての課題

1.不便地域・新たなサービス 地域主体の新しい公共交通サービスの支援

2.駅前整備 総合計画に基づく戦略プロジェクトの実施

3.自転車利用 都市計画マスタープラン、まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づく事業の実施

財政負担・そ
の他の課題

1.財政負担・評価体制の確保 江南市地域公共交通会議による評価実施

2.情報発信体制の確保 地域公共交通の利用促進

政策評価 ○市民一人当たりの公共交通利用回数

事業評価 路線バスの維持確保 ○利用者一人当たりの市負担額の推移（路線別評価）

いこまいＣＡＲの維持確保 ○江南市の市負担額の推移

導入ルールの設定、事業評価の導入

「住宅ゾーン」「商業ゾーン」を
コンパクトエリアと想定
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第１章 江南市における地域公共交通の実態 

 地域公共交通の実態 

 交通インフラ及び主要施設の分布状況 

江南市は鉄道については名鉄犬山線を有し、２カ所の駅がある。バスについては名鉄バスと

大口町コミュニティバスが市内に定期路線を有している。 

 

図表 1-1 江南市の公共交通（鉄道・路線バス）と市街化区域 
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 バス・鉄道の人口カバー率推計 

鉄道駅（江南駅・布袋駅・柏森駅・石仏駅）から半径１㎞及びバス停から半径 500ｍの範囲

の人口集積状況は約 7 万 9 千人であり、総人口の約 79％を網羅している。 

ただし、江南市においては、鉄道と路線バス以外に、市内全域に「いこまいＣＡＲ」による

移動サービスが供給されており、実質的には市内全域に対して公共交通は提供されている。 

 

図表 1-2 地域公共交通機関カバーエリアの人口及びカバー率の推計 

推計パターン 

公共交通機関カ

バーエリア人口

（※１） 

全人口に対す

るカバー率 

（※２） 

① 
江南駅・布袋駅・柏森駅・石仏駅から半径 1 ㎞、 

バス停から半径 300ｍの場合 
61,628 人 61.8% 

② 
江南駅・布袋駅・柏森駅・石仏駅から半径 1 ㎞、 

バス停から半径 500ｍの場合 
78,531 人 78.7% 

③ 
江南駅・布袋駅・柏森駅・石仏駅から半径 1 ㎞、 

バス停から半径 1 ㎞の場合 
93,092 人 93.3% 

※１ 円が江南市域をはみ出す部分に関しては、４次メッシュ毎に按分・除外している。 

※２ 母数の江南市人口には平成 22 年国勢調査時の 99,726 人を採用している。 

出典：江南市地域公共交通基礎調査結果報告書（平成 28 年度） 
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図表 1-3 地域公共交通の影響範囲 

 

出典：江南市地域公共交通基礎調査結果報告書（平成 28 年度） 
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 地域公共交通に対する市の負担額の推移 

公共交通を維持するために市が負担している負担額の推移は以下の通り。 

当初はいこまいＣＡＲ定期便の事業に対して負担していたが、予約便に事業変更して負担額

が変動した。現状は年間約 6,000 万円負担しており、その内訳は、いこまいＣＡＲ予約便に約

3,000 万円、名鉄バス（補助路線）に約 3,000 万円となっている。 
 
図表 1-4 公共交通に対する市の負担額の推移 

 

資料：江南市（平成 29 年度） 

図表 1-5 公共交通についての市の支援内容  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：江南市地域公共交通基礎調査結果報告書（平成 28 年度）  
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市負担額の推移

大口町コミュニティバス

名鉄バス(補助路線）

いこまいCAR(予約便）

いこまいCAR(定期便）

（千円）

子ども

大人

障害者に対して

江南市総人口：99,726人（H22国調）

名古屋鉄道・名鉄バスが利用できない「交通空白地居住者」や「独居高齢者」
であっても、いこまいＣＡＲや福祉タクシー料金助成（高齢者・障害者）により、
公共交通サービスが提供されている。

自転車の利用も可能

自家用自動車を活用

福祉タクシー料金助成制度
（高齢者）満85歳以上
基本料金分 年間48枚

65才以上

家族の送迎も可能

18才

福祉タクシー料金助成制度
（障害者）障害者手帳保持者など
基本料金分 年間48枚

交通空白地
居住者

約21,000人
（99,726人－78,531人）

いこまいCAR（予約便）
江南市民（義務教育修了後の市民）
タクシー料金の1/2 or 1/3負担

高齢者に対して

義務教育修了後の江南市民に対して

高齢者

22,099人

独居高齢者世帯
高齢者のみ世帯
約2,600人

※
福
祉
タ
ク
シ
ー
料
金
助
成
制
度
（
高
齢
者
・
障
害
者
）
と 

 

い
こ
ま
い
Ｃ
Ａ
Ｒ
の
登
録
は
ど
ち
ら
か
一
つ
の
選
択
制
。 
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 市民の意向（平成25年度アンケート調査結果） 

 アンケート調査結果要約 

○全体を総括すると、バス・いこまいＣＡＲ（予約便）は、認知度・利用度とも、決して高い

状況には無いにも関わらず、そのサービス水準に対しては、「満足」より「不満」が上回っ

ている。税金を投入して民間路線バスを維持することは、「妥当」が若干上回っているが、

今後の税金投入は維持もしくは抑制すべきとの意向にある。 

 

○名鉄バスが通過していない「古知野東（線路東）」・「古知野北」・「布袋（線路東）」・

「布袋北」等のエリアは、公共交通に対するサービス水準の満足度や税金を投入して維持す

ることに対して評価は低く、「今以上の税金投入・サービス向上」の期待があり、地域格差

が明確に認められた。 

 

○アンケート結果をふまえると、「線路東」地区等の名鉄バスが通過していない比較的交通不

便地域のサービス強化に対する要望は認められるが、バス・いこまいＣＡＲ（予約便）の認

知度・利用度が決して高い状況になく、今後の税金投入に対して維持もしくは抑制すべきと

の意向が多い。サービス強化を行うよりも、地域公共交通のＰＲ活動を進め、利用促進を促

すことが優先されるべきである。 

 

 アンケート調査内容（一部抜粋） 

（１）日常の移動に不便を感じているか（問３－１） 

・「日常の移動に不便を感じているか」を確認すると、「とても感じている」「感じている」

が合わせて 24.4％存在した。4 人に 1 人が移動に不便を感じている。 

・「不便を感じている理由」を確認すると、「自宅から鉄道やバス停留所が遠い」が 59.2％

と最も選択されており、次いで「利用できるバス停留所があっても運行本数が少ない・行

き先が目的にあわない」（43.1％）が選択された。 
 

図表 1-6 日常の移動に不便を感じているか 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

とても感じている
　　7.7

感じていない
36.9

無回答
3.0

（%） 全体
(SA)n＝1,477

感じている
　　16.7

あまり感じていない
　　35.7
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（２）バスの利用頻度とサービス水準に対する満足度について（問３－６） 

・「バスの利用状況」を確認すると、約 7 割の人が「ほとんど乗らない」と回答しており、

利用している人の中でも「週に 3 日以上」「週に 1～2 日」を合わせた「週に 1 日以上」利

用する人は 3.6％にとどまる状況にある。 

・バスに対する「現状のサービス水準の満足度」を確認すると、利用者が少ないため、「わ

からない」が 41.4％と最も多かった。 

・「満足」「おおむね満足」の小計が 14.5％で、「不満」「やや不満」の小計 34.4％となり、

「不満」の声の方が多かった。 
 

図表 1-7 サービス水準の満足度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）税金を投入して民間路線バスを維持することに対する評価（問４－１） 

・年間数百万円の税金を投入して「民間路線バスを維持することは妥当と考えるか」を確認

したところ、「妥当」「おおむね妥当」が 38.3％であるのに対し、「不満」「やや不満」

が 28.0％であり、「妥当」とする意見が約 10％上回った。ただし、「わからない」を選択

する回答者が 28.8％存在しており、「妥当」が大多数を占める状況にはない。 
 

図表 1-8 民間路線バスを維持することに対する評価 

 

 

 

 

 

  

満足
　　3.9

わからない
41.4

無回答
9.8

（%） 全体
(SA)n＝1,477

おおむね満足
　　10.6

やや不満
　　15.0

不満
　　19.4

利用方法を知っている
　　20.2

名前は知っているが利
用方法は知らない
　54.2

（%） 全体
(SA)n＝1,477

無回答
1.8

知らない
23.9

妥当,

11.0

おおむね妥当, 

27.3

やや不満,

13.4不満,

14.6

わからない

28.8

無回答

4.9
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（４）「いこまいＣＡＲ（予約便）」を維持することに対する評価（問４－２） 

・「いこまいＣＡＲ（予約便）を維持することの妥当性」を確認したところ、「妥当」「お

おむね妥当」が 18.7％、「不満」「やや不満」が 44.6％となり、「不満」とする意見が

25.9％上回った。路線バスを維持するよりも「不満」とする意見が多い。 
 

図表 1-9 「いこまいＣＡＲ（予約便）」を維持することに対する評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）今後の税金投入とサービス水準のあり方（問４－３） 

・「今後の税金投入とサービス水準のあり方」について確認すると、「わからない」が 35.2％

と最も多かった。 

・明確な意思表示をした意見を確認すると、「現状は妥当な税金投入額・運賃・サービス水

準である」が 15.2％と一番多く、次いで「利用者の運賃を値上げして、税金投入は抑制し

てほしい（サービス水準は現状維持）」が 13.0％、「税金ではなく運賃を値上げして、サ

ービス水準を向上させてほしい」が 9.8％となった。 

・市民の意向は、「税金投入は維持もくしは抑制」し、「運賃負担で賄うべき」という意向

にあると言える。 
 

図表 1-10 今後の税金投入とサービス水準のあり方 

 

 

 

 

 

 

  

利用方法を知っている
　　20.2

名前は知っているが利
用方法は知らない
　54.2

（%） 全体
(SA)n＝1,477

無回答
1.8

知らない
23.9

妥当

4.8

おおむね妥当

13.9

やや不満

18.8

不満

25.8

わからない

32.4

無回答

4.3

現状は妥当な税金投
入額・運賃・サービス
水準である
　　15.2

わからない
35.2

無回答
6.3.

（%）
全体
(SA)n＝1,477

利用者の運賃を値上げ
して、税金投入は抑制
してほしい（サービス水
準は現状維持）
　　13.0

今以上の税金投入を
行い、サービス水準を

向上させてほしい
　　3.8

税金ではなく、利用者
の運賃を値上げして、
サービス水準を向上さ
せてほしい
　　9.8

サービス水準を下げ
て、税金投入を抑制し
てほしい
　　7.6

その他
9.1
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 江南市地域公共交通を語る会での市民意見 

（１）開催日時 

  平成 28 年 8 月 20 日～9 月 2 日にかけて、５か所、80 人の参加による意見交換会を開催。 

（２）開催内容 

○江南市の公共交通の現状についての報告 

○グループに分かれて意見交換 

・公共交通の現状報告に対する意見や今後どのような対応をすべきかの意見の確認 

（３）開催風景（写真） 

 

 

 

 

 

 

（４）語る会での主な意見 

① 名鉄バスに対する主な意見 

○サービス水準・利用環境に対する意見 

○事業改善に対する意見 

○補助支援に対する意見 

② いこまいＣＡＲに対する主な意見 

○事業に対する意見 

○制度改善に対する意見 

○運賃設定に対する意見 

○バス事業との関係性に対する意見 

○制度設計等に対する意見 

③ 福祉タクシー料金助成制度に対する意見 

○制度設計等に対する意見 

○事業費等に対する意見 

④ 大口町コミュニティバスに対する意見 

・便数が少ない。生活圏を考えると、江南・大口・扶桑で一緒に対応すべき。など 

⑤ 交通空白についての意見 

・いこまいＣＡＲは公共交通とは言えない、交通空白地域はある。タクシーがあるか

ら空白がないとは言えない。 など 

⑥ その他の意見（新たなサービスに対する意見） 

○新しいサービスに対する意見（コミュニティバスを導入すべき 等） 

○駅前整備に対する意見（駅周辺の交通規制 等） 

○自転車利用についての意見（気軽に走れる道路整備 等） 

○税金投入についての意見（もっと財政投入すべき、コスト削減すべき 等） 
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 江南市地域公共交通基礎調査結果（平成28年度）にみる江南市の現状確認 

 

 現時点で江南市の公共交通は課題があるもののおおむね充足 

・鉄道駅から半径１㎞及びバス停から半径 500ｍのカバーエリア人口は 78.7％となって

いる。カバーエリア圏外の市民に対しても、いこまいＣＡＲ等によって公共交通サー

ビスが提供できている。 

・現時点で、江南市の交通体系は定時定路線である名鉄バス及び大口町コミュニティバ

スで構成されており、いこまいＣＡＲ（一部、福祉タクシー料金助成制度）で補完し

ている。 

・現時点で、江南市には「交通空白地」は存在しないとし、鉄道駅から半径１km、バス

停から半径 500m 圏外を「交通不便地域」とする。 

 

 

 既存の公共交通に対する個別要請についての対応 

・公共交通はおおむね充足しているというものの、利用者アンケート調査や江南市地域

公共交通を語る会では様々な個別要請があることを確認した。 

・提出された個別要請は、基本的に現在の江南市地域公共交通会議の体制の中で検討で

きるものが大多数を占めている。 

・個別要請を検討するためには内部組織だけでなく、外部委員を迎えて専門的に協議す

る体制を整えるべきである。 

 

 

 地域間の格差及び地域の機運 

・公共交通に対する意見については、税投入や公共交通サービスの拡大・縮小など、地

域間で格差があり、さらに、地域内でも意見の相違がみられる。 

・現状の改善案としてコミュニティバス・巡回バスの導入など、新たな公共交通サービ

スの導入について意見はあるものの、利用者の確保策やコースの検討について地域の

案として成熟した回答が出せる状況ではなく、公共交通に対する機運が高まっていな

い。 

 

 

 

 

  



10 

 

第２章 江南市における地域公共交通の課題 

 平成 28 年度に「江南市地域公共交通基礎調査」を実施し、平成 29 年 3 月に「基礎調査結果

報告書」をとりまとめている。 

 その中で、地域公共交通サービスについて検討が求められる事項（課題）は次の通り。 

 

 既存の地域公共交通サービスについての課題（個別要請） 

 名鉄バスについて 

○市民からの要望事項についての検討 

・便数が少ない、運賃が高い、バス停が遠いといった各種要望事項について、名鉄バス

と共有すると共に、改善できる事項について「事務局にて交通事業者と協議」する必

要がある。 

 

○税投入の見直しについての検討 

・利用者負担の拡大との指摘に対して、名鉄バスの運賃形態は、認可運賃のため原則変

更できない。 

・税投入して維持している名鉄バス「江南・病院線」「江南団地線」の扱いについて、「江

南市地域公共交通会議等にて協議」する必要がある。 

 

○コミュニティバスへの転換要請についての検討 

・上記の対応に関連するため、対応の方向性について「江南市地域公共交通会議等にて

協議」する必要がある。 

 

 いこまいＣＡＲについて 

○市民からの要望事項についての検討 

・当日予約、運行時間の延長、市外利用、運賃制度の要望事項について、「庁内会議に

て協議」する必要がある。関係者の合意形成が必要なものは「江南市地域公共交通会

議等にて協議」する必要がある。 

 

○制度設計等に対する意見についての検討 

・バス事業との２重投資、福祉タクシー料金助成制度との役割分担、年齢制限、利用目

的制限等、制度設計等について、「庁内会議にて協議」する必要がある。 

 

 福祉タクシー料金助成制度について 

○制度設計等に対する意見についての検討 

・配布枚数、登録条件、利用条件、事業費削減等の意見について、「庁内（福祉部門）へ

情報提供」する必要がある。 
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 大口町コミュニティバスについて 

○市民からの要望事項等についての検討 

・要望等については、江南市による財政負担無くして改善できない。 

・大口町、扶桑町との連携については、新たな事業化を行う方向性が示された時点で、

調整すべき事項である。 

・後述の新たなサービスの対応と併せて、対応方針について「他市町・庁内会議にて協

議」する必要がある。 

 

 

 新たな交通サービスについての課題 

 交通不便地域について 

○交通不便地域の対応についての検討 

・市内全域をカバーする「いこまいＣＡＲ」、一般乗用タクシーが、公共交通として認

識されていないことから啓発活動に努める必要がある。 

・交通不便地域などにおける福祉施策、地域格差による受益者負担の扱いについて、今

後策定・改定される江南市総合計画、江南市都市計画マスタープラン等に鑑みながら

「庁内会議にて協議」する必要がある。 

 

 新たなサービスについて 

○導入についての検討 

・地域全体で公共交通を実現するための施策、地域主導による新たな施策のあり方につ

いて「庁内会議にて協議」する必要がある。 

・新たなコミュニティバス、巡回バス、無料バス等の導入は、新たな財政投資が必要で

ある。税金投入の今後の対応次第となるため、財政負担の対応と併せて地域の負担・

利用者の負担・地域への補助（市の負担）などのあり方を整理する必要がある。 

・地域主導により新たなサービスを実現する際は、「江南市地域公共交通会議等にて協

議」する必要がある。 

 

○財政上の工夫（財政投入を伴わない施策）についての検討 

・スクールバス（愛知江南短期大学、滝学園）、企業従業員送迎バス、ボランティア輸

送など、新たな財政投入を伴わないで活用が考えられるサービスについて、「庁内会

議にて協議」する必要がある。 

 

 駅前整備について 

○将来のまちづくりでの検討 

・駐輪場・駐車場・駅周辺の交通規制等は、駅周辺のまちづくり事業での対応となる。

上位関連計画の「江南市都市計画マスタープラン」の計画目標年次は平成 29 年度で

あるため、当該要望事項を関係部局と共有し、次期計画策定時に検討する必要がある。 

（※既存計画においては、駐車場・駐輪場は、駅やバス停留所の周辺での確保・拡充を

検討することとしている。（江南市都市計画マスタープラン p53）） 
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 自転車利用について 

○将来のまちづくりでの検討 

・自転車の活用、気軽に走れる道路・歩道の整備については、駅前整備と同様にまちづ

くり事業での対応となる。当該要望事項を関係部局と共有し、次期計画策定時に検討

する必要がある。 

（※既存計画での自転車道の扱いは、環境負荷の少ない社会の構築の中で、整備を検討

することとしている。（江南市都市計画マスタープラン p60）） 

 

 

 財政負担（税金投入）についての課題 

○拡大 or 抑制の相対立する意見についての検討 

・市民アンケート調査結果では、維持・抑制を求める意見が多数である。 

・江南市地域公共交通を語る会では、市民アンケート調査結果、財政負担の実態（負担

額は増加傾向）等について報告した中で、「もっと財政投入すべき」と「抑制すべき」

との相対立する意見が指摘された。 

・江南市の財政状況に鑑みると、現在の財政負担を維持することはできず、今以上の負

担額の圧縮が求められている状況にある。 

・財政投入拡大の意見があるものの、江南市の財政事情を考慮しつつ、投入の方向性を

検討する必要がある。 

 

 

 その他の課題 

○評価・情報発信等の体制確保についての検討 

・実態を評価する意見としては、前述までの各種要望事項以外に、「大変充実していると

思う」という意見と「将来が不安」という意見が共存する。また、現状について知ら

なかった、もっと情報発信すべきとの指摘がある。 

・公共交通のモニタリング、評価については「江南市地域公共交通会議等にて協議」す

る必要がある。 

・情報発信等を行う体制確保や取り組み方法について「庁内会議にて協議」する必要が

ある。 
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第３章 江南市における地域公共交通の基本的な考え方 

まちづくりに取り組むための基本的な考え方 

江南市の最上位計画である「第６次江南市総合計画（以下、「総合計画」とする。）」のま

ちづくりに取り組むための基本的な考え方は以下の通り。このまちづくりの考えに基づき、地

域公共交通政策を推進する。 

① 基本目標１「地域の魅力を活かした機能的なまちづくり」 

質の高い都市空間の整備を進めることにより、誰もが住みたい、住み続けたいと思える生

活環境の充実をめざします。特に、名古屋市都心部への高いアクセス性と緑や水辺などの良

好な自然環境や来訪者が多い曼陀羅寺をはじめとした歴史資源などの江南市の強みを活か

し、コンパクト・プラス・ネットワーク注1 の考え方に基づいた、都市的機能と自然環境が

調和した機能的なまちづくりをめざします。 

これにより、江南市の魅力を活かした生活しやすいまちとして、「生活環境が快適なまち」

の実現をめざします。 

資料：総合計画「第Ⅱ部 基本構想」より抜粋 

 

② 土地利用における「拠点」の形成 

本市における主要な拠点として、通勤・通学などで人が最も集まる鉄道駅である江南駅及

び布袋駅を中心とする区域を『中心拠点』、市民の健康を支える江南厚生病院～市民体育館周

辺の区域と、観光名所や大規模住宅団地のある曼陀羅寺公園～江南団地周辺の区域を、地域

においても人々が多く集まる区域として『地域拠点』と位置づけ、中心拠点－地域拠点間や、

中心拠点同士を交通ネットワークで結ぶことにより、住みやすく、利便性の高いコンパクト

なまちづくりをめざします。 

資料：総合計画「第Ⅲ部 基本計画」より抜粋 

 

③ 市長の戦略政策１「多彩な魅力・多様な暮らしを選べるまちの実現」 

人口減少による人口密度の低下は、都市の生活を支える機能（医療・福祉・子育て支援・

教育文化・商業）の分散や縮小、行政コストの上昇の要因となり、結果として市の魅力の低

下や行政サービスの低下につながるおそれがあります。 

人口減少の時代だからこそ、持続可能な都市の将来像を見据え、都市構造の改革に取り組

み、拠点への都市機能の集約や拠点間ネットワークの確保を前提とした「コンパクト・プラ

ス・ネットワーク」のまちづくりを推進するとともに、市のブランド力の向上や魅力の再発

掘に取り組む必要があります。 

そのため、更新を予定している都市計画マスタープランと新たに作成する立地適正化計画

                             
注1 コンパクト・プラス・ネットワーク：国土交通省が提唱している政策であり、人口減少や高齢化が進む中にあっても、地域の活力を維

持するとともに、医療・福祉・商業などの生活サービス機能を確保し、住民が安心して暮らせる、持続可能な都市経営を実現できるよう、

関係施策間で連携しながら、都市のコンパクト化と拠点間の交通ネットワーク形成をすること。「国土のグランドデザイン２０５０」では、

基本戦略の一つとして「コンパクト＋ネットワーク」と示されている。 
 



14 

 

には、中心拠点・地域拠点の整備方針や拠点間ネットワークの考え方を整理し、「コンパク

ト・プラス・ネットワーク」のより具体的な取り組みを推進していきます。 

資料：総合計画「第Ⅲ部 基本計画」より抜粋 

 

【参考】総合計画における土地利用構想図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：総合計画「第Ⅲ部 基本計画」より抜粋  
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地域公共交通の基本的な考え方 

 対象とする区域 

 地域公共交通政策を実施する「対象とする区域」は、「江南市全域」とする。 

 総合計画策定に関する市民意向調査結果では、公共交通に関して満足度が低く、重要度が高

い項目となっていることから、市全体で地域公共交通政策に関する取り組みを行う。 

また、総合計画で定めるコンパクト・プラス・ネットワークの考え方に基づいて、まちづく

りを進めるため、第６次江南市総合計画の土地利用構想図の中心拠点・地域拠点が存在する「住

宅ゾーン」・「商業ゾーン」で構成されるエリアを「コンパクトエリア」として想定し、重点

的に地域公共交通事業を展開する。 

 

〇重点エリアの設定 

「住宅ゾーン」・「商業ゾーン」では重点的に地域公共交通事業を展開 

 

 地域公共交通政策の考え方 

 江南市の公共交通は、鉄道や路線バス、大口町コミュニティバスが存在し、市内全域でいこ

まいＣＡＲを運行していることから、おおむね充足している状況となっている。 

 路線バスについては、平成 29 年 12 月現在、市内のみを運行する路線は、全て市が補助を行

っている。市内から市外へ向かう路線は、民間バス会社で採算が成立している路線が複数存在

しているものの、市が補助を行っている路線も存在する。また、市内の名鉄犬山線の東側のエ

リアでは、市が運行経費の一部を負担し、大口町コミュニティバスの停留所が設置されている。 

 以上をふまえ、江南市の地域公共交通政策の考え方を以下のとおりとする。 

 

 

・コンパクトエリアと想定される区域については、鉄道や路線バスを中心に市民の足を

確保する。 

・コンパクトエリア外については、既存の公共交通をできる限り維持する。 

・市内全域で、路線バス等でカバーできないエリアはいこまいＣＡＲを運行する。 

・路線バス・いこまいＣＡＲで対応できない場合は、福祉施策である福祉タクシー料金

助成制度（福祉タクシー）や通常のタクシーにより市民の移動を担う。 

・地域主体の新しい公共交通サービスの導入については、ルールを定め、必要な支援を

行う。 
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図表 3-1 江南市の地域公共交通のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇今回の考え方に基づく公共交通政策を実行する事業期間 

総合計画と連動した「平成 30 年度～平成 39 年度」の 10 年間 

  

中心拠点

中心
拠点

地域
拠点地域

拠点

幹線

幹線幹線

コンパクトエリアは、鉄
道・路線バスを中心に
市民の足を確保。

コンパクトエリア外につい
ては、既存の公共交通を
できる限り維持する。

市内全域で、路線バス等
でカバーできないエリアは
いこまいＣＡＲを運行する。

福祉タクシーや通常のタク
シーも足を担う。

地域が主体となって、新しい公
共交通サービスを導入する場合
は、ルールを定め、必要な支援
を行う。

大口町コミュニティバス

名鉄バス

名鉄犬山線

平成29年時点の市内公共交通(鉄道･路線バス)
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 地域公共交通のネットワークの目指す姿と各モードの役割 

 江南市の地域公共交通のネットワークの目指す姿 

 江南市の地域公共交通のネットワークの目指す姿は、以下の通りとする。 

 

・中心拠点間と中心拠点－地域拠点間を結ぶネットワークを「幹線」として位置付け、鉄道

（名古屋鉄道）や路線バスを中心として公共交通を維持確保する。 

・幹線以外のバス路線を「支線」と位置付け、利用の状況に応じて、見直しを検討する。 

・路線バスでカバーできない部分については、「いこまいＣＡＲ」により、市内全域で移動

できる環境を維持確保する。 

・周辺自治体や名古屋圏との移動を支える広域の公共交通については、鉄道（名古屋鉄道）

および複数の市町にまたがって運行する路線バスで対応する。 

・路線バス、いこまいＣＡＲでは地域のニーズと合わない場合は、地域が主体となって実施

する公共交通サービスで対応する。 

・その他の公共交通事業については、利用者（市民）は必要に応じて活用する、事業者は需

要に応じた運行体制を整えるなど、関係者が協力しながら、事業主体が中心となってサー

ビスを提供する。 

 

 

 ネットワークを形成する各モード（交通手段）の役割 

 江南市におけるコンパクト・プラス・ネットワークのまちづくりを支える地域公共交通の維

持確保のため、ネットワークとなる地域公共交通のモード毎の役割を下記のように設定する。 

 

モード 役割 今後の方向性 

広域移動とまちの 

拠点となる「鉄道」

（駅） 

名古屋市等との広域の移動や

江南市のまちづくりの中心拠

点の役割を担う。 

事業主体（名古屋鉄道）が中心とな

り、駅の利便性、鉄道の運行本数等

の現行のサービス水準の維持確保を

目指す。 

ネットワークの骨格

となる「路線バス」 

（補助路線） 

中心拠点と地域拠点や中心拠

点間との移動サービスを提供

する役割を担う。 

財政支援を行いながら、コンパクト

エリアの路線の維持確保に努める。 

路線の維持を目指しつつ、利用の状

況に応じて見直しを検討する。 

周辺都市との移動を

担う「路線バス」 

（広域路線） 

市内と周辺都市との移動サー

ビスの役割を担う。 

事業主体（名鉄バス）が中心となっ

て、サービス水準の維持確保を目指

す。 

バス路線でカバーで

きない移動を担う 

「いこまいＣＡＲ」 

鉄道・路線バス等でカバーで

きない市内移動を支える役割

を担う。 

市民の計画的な昼間の外出に対し

て、市内全域で移動ができる環境を

確保するため、サービスの継続に努

める。 
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駅東の移動を担う

「大口町コミュニテ

ィバス」 

名鉄犬山線東側エリアの市民

が利用できる移動手段として

の役割を担う。 

大口町の協力を得ながら、サービス

水準の維持確保を目指す。 

高齢者・障害者の移

動を担う 

「福祉タクシー料金

助成制度」 

いこまいＣＡＲでは対応でき

ない時間帯や市外、突発的な

移動を、福祉施策として支え

る役割を担う。 

地域公共交通とは別に、高齢者・障

害者等への福祉施策として事業の継

続を目指す。 

地域が主体となった

公共交通サービス 

路線バス・いこまいＣＡＲで

はカバーできない地域のニー

ズに対応する役割を担う。 

地域が主体となった公共交通サービ

スについて、検討・実施に関する取

り組みに対して、支援に努める。 

その他の移動手段 

（タクシー等） 

市民の移動を支える役割を担

う。 

利用者（市民）は必要に応じて活用

する、事業者は需要に応じた運行体

制を整えるなど、関係者が協力しな

がら、事業主体がサービスの維持を

目指す。 

 

 

 江南市が事業主体となって展開する「いこまいＣＡＲ」の位置付け 

 「いこまいＣＡＲ」は、市民の基礎的な生活を支える手段として、「買い物」、「通院」な

どの「計画的な昼間の外出（お出かけ）」に対して補助を行い、路線バスを補完する公共交通

として市内の移動を担うものとする。 

 そのため、通勤・通学や早朝・夜間の移動、突発的な移動を支える役割までは想定しない。 

 また、江南駅、布袋駅といった中心拠点のにぎわい形成を支援する観点から、市外への利用

はできない。 
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第４章 江南市における地域公共交通の課題対応 

地域公共交通の課題対応 

 既存の地域公共交通サービスについての課題（個別要請）対応 

 名鉄バス（路線バス）について 
対応するために 

行う事業 

〇市内を運行する路線バスの維持確保 

〇対象路線 

 ・江南・病院線 

（布袋駅～江南駅～江南厚生病院～すいとぴあ江南） 

 ・江南団地線（古知野高校前経由） 

  （江南駅～古知野高校前～江南団地） 

 ・江南団地線（ヴィアモール前経由）／（団地経由江南厚生病院行） 

  （江南駅～ヴィアモール前～江南団地～江南厚生病院） 

実施主体 〇バス事業者 

対応事項 〇関係者による路線維持・安全運行の実施 

〇コンパクトエリアでの事業維持 

〇利用状況に応じた見直しの検討 

 （布袋駅～江南駅、江南厚生病院～すいとぴあ江南、 

江南団地～江南厚生病院間等） 

 

 いこまいＣＡＲについて 
対応するために 

行う事業 

〇いこまいＣＡＲの維持確保 

  

実施主体 〇江南市（運行主体：タクシー事業者） 

対応事項 〇関係者によるサービス維持・安全運行の実施 

〇江南市の運賃負担による事業維持 

・市負担額が極端に増加した場合、理由を考慮して継続を検討 

 ・状況によって、相乗り率向上のための施策、対象範囲の見直し、

相乗りアプリの導入等を検討 

 

 福祉タクシー料金助成制度について 
対応するために 

行う事業 

〇福祉タクシー料金助成制度の継続 

実施主体 〇江南市（運行主体：タクシー事業者） 

対応事項 〇公共交通（いこまいＣＡＲ）と福祉施策との役割分担の整理 

 ・福祉タクシー料金助成制度の対象者は 85 歳以上高齢者・障害者

だが、いこまいＣＡＲを選択して利用することが可能（併用不可） 

 ・平成 29 年現在、国において免許返納者に対する介護保険サービ

スの活用が検討されていることから、動向を注視 

 

 大口町コミュニティバスについて 
対応するために 

行う事業 

〇大口町コミュニティバス（大口町）の運行協力 

 

実施主体 〇大口町 
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対応事項 〇大口町との連携継続 

 ・大口町・扶桑町との打合せ会による情報交換の継続 

 ・市民への利用促進、負担金等による事業協力 

 

 新たな交通サービスについての課題対応 

 交通不便地域について・新たなサービスについて 
対応するために 

行う事業 

〇地域主体の新しい公共交通サービスの支援 

実施主体 〇各地域（支援主体：江南市） 

対応事項 〇新しい地域公共交通事業導入ルールに基づく支援の実施 

 ・地域のニーズに合った公共交通サービスを協議する地域組織の 

設置誘導 

 

 駅前整備について 
対応するために 

行う事業 

〇総合計画に基づく戦略プロジェクトの実施 

実施主体 〇江南市 

対応事項 〇戦略プロジェクト（戦略政策に関連する事務事業）の実施 

 ・江南駅前の利便性向上（都市計画道路整備事業：江南通線） 

 ・布袋駅東側の開発促進（交通結節点整備事業）等 

 

 自転車利用について 
対応するために 

行う事業 

〇江南市都市計画マスタープラン、江南市まち・ひと・しごと創生総

合戦略に基づく事業の実施 

実施主体 〇江南市、交通事業者 

対応事項 〇利用促進事業の実施 

 ・サイクル・アンド・ライド等の利用促進策の検討 

 

 財政負担（税金投入）についての課題・その他の課題 

 財政負担について・評価体制の確保について 
対応するために 

行う事業 

〇江南市地域公共交通会議による評価実施 

 

実施主体 〇江南市・江南市地域公共交通会議 

対応事項 〇江南市地域公共交通会議の定期開催 

 ・政策評価、事業評価による変動理由を考慮した財政負担の適正性

の判断 

 

 情報発信体制の確保について 
対応するために 

行う事業 

〇地域公共交通の利用促進 

 

実施主体 〇江南市、交通事業者 

対応事項 〇広報、ホームページ等による地域公共交通事業の情報発信 

 ・利用実績等について広報等を通した定期的な情報発信の実施 
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関係者の役割分担 

江南市の地域公共交通政策の課題に対応するためには、江南市（行政）のみでは対応できない

ため、関係者の役割分担と江南市地域公共交通会議の役割を以下の通り設定する。 

 

〇関係者の役割分担 

構成員 役割 

江南市  交通政策の検討主体・実施（事務局を担う） 

 名鉄バス路線の維持 

 いこまいＣＡＲ運行の維持 

 福祉タクシー料金助成制度の継続 

 名鉄バス・いこまいＣＡＲ運行主体（タクシー事業者）との連携・

調整 

 近隣自治体や県との連携・調整 

 地域主体の新しい公共交通サービスの支援 

 交通政策推進上、必要となる対策の検討・実施 

名鉄バス 

 

 路線バスの運行 

 利用促進策の実施 

タクシー事業者  いこまいＣＡＲ、福祉タクシー、通常のタクシーの運行 

 利用促進策の実施 

道路管理者  道路管理上の観点からの助言 

公安委員会  交通保安上の観点からの助言 

地域公共交通の利用

者（市民） 

 公共交通の積極的な利用 

 地域主体の公共交通の検討・協議 

学識経験者  協議のアドバイス・コーディネート 

（協議の進行役、各種提案、他地域事例の紹介等） 

資料：国土交通省「地域公共交通網形成計画及び地域公共交通再編実施計画作成のための手引き」

（第３版平成 28 年３月）、国土交通省 中部運輸局「活発で良い議論ができる会議のために。」

（平成 28 年３月）を参考に作成 

 

〇江南市地域公共交通会議の役割（江南市地域公共交通会議設置要綱 第 1 条） 

道路運送法（昭和 26 年法律第 183 号）の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生

活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送

サービスの実現に必要となる事項を協議する。 

（協議事項：要綱第２条） 

・地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃・料金等に関する事項 

・市町村運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項 

・交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項 
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第５章 江南市における地域公共交通政策に関する評価について 

地域公共交通政策の評価 

江南市地域公共交通のネットワークの目指す姿を実現するためには、現在の公共交通の形を

維持確保することが必要となる。 

公共交通の維持確保は、市民の公共交通の利用により担保されるものと考え、地域公共交通

の政策を管理するため、以下の指標を設定する。 

〇評価指標 

指標 設定理由と対策 算出方法 

市民一人当た

りの公共交通

利用回数 

市民一人当たりの公共交通

利用回数から、市民の公共

交通の利用頻度をモニタリ

ングする。 

利用回数の推移について、

変動理由を考察し、公共交

通政策の方向性の確認を行

い、事業に反映させる。 

名鉄バスより提供される、路線バスの利用人

数、いこまいＣＡＲの利用人数、大口町より提

供される、大口町コミュニティバスの江南市内

のバス停の利用人数を合計して年間の利用回

数を算出し、年度末時点の人口で除することに

より求める。 

対象期間は４月から翌年３月、名鉄バスの利用

人数は、古知野線（２路線）、江南・病院線、

江南団地線（４路線）、木曽川線、一宮・宮田

線（２路線）の路線別利用者数の合計とする。 

事業評価 

評価対象は、江南市が公共交通を直接実施（支援）する路線バス（補助路線）、いこまいＣ

ＡＲとする。事業評価については、様々な評価の指標が想定されるが、事業の持続性を主眼に

置いて以下の指標を設定する。 

〇評価指標 

評価対象 指標 設定理由と対策 算出方法 

路線バスの維持

確保 

(補助路線) 

利用者一人当

たりの市負担

額の推移 

(路線別評価) 

利用者一人当たりの市負

担額の推移から路線別の

状況をモニタリングする。 

路線別の推移について、変

動理由を考察し、事業評価

において報告するととも

に、事業の維持・改善に反

映させる。 

利用者一人当たりの市負担額

は、江南・病院線、江南団地

線(古知野高校経由)、江南団

地線(ヴィアモール経由)、江

南団地線(団地経由江南厚生

病院行)の各路線において、当

該年度の補助金を、補助金算

定期間である 10 月～翌年９

月の利用者数で除することに

より求める。 
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いこまいＣＡＲ

の維持確保 

江南市の市負

担額の推移 

 

市負担額の推移からいこ

まいＣＡＲの状況をモニ

タリングする。 

高齢化の進展により、事業

費の増加が見込まれるが、

事業費の変動内容から、変

動理由を考察し、事業評価

において報告するととも

に、事業の継続または見直

し内容に反映させる。 

市負担額は該当年度の決算額

を利用する。 

評価体制・評価方法・評価実施計画 

 評価体制 

 政策管理指標の評価及び、事業評価は、「江南市地域公共交通会議」にて行う。また、評価

の分析を行うため、庁内に内部組織（仮称：江南市公共交通運営委員会）を設置する。 

江南市地域公共交通会議を適切な時期に開催し、当該年度（前年度）の評価（数値及び変動

理由）を行うとともに、大口町コミュニティバス、地域主体の新たな公共交通導入などの事業

の取組状況を報告し、進捗状況を確認することとする。 

各事業の評価結果をふまえて見直しが必要となる場合、地域公共交通会議で協議し、政策会

議にて判断を行う。 

 

 評価方法 

評価は、地域公共交通確保維持改善事業に関して、国土交通省中部運輸局が定める事業評価

の様式（中部様式）を参考に実施する。 

この様式により、具体的取組みに対する評価内容（政策評価・事業評価）、自己評価から得

られた課題と対応方針などを確認する。 

具体的取組みに対する評価内容（事業評価指標）については、路線バスの系統毎に利用状況

を評価するとともに、他路線との比較ではなく、自らの路線の経年変化とその理由を中心に検

討し、指標の数字データだけではなく、路線の問題点や解決すべき課題を公共交通会議に報告

する。 

 評価実施計画 

政策管理指標の評価及び事業評価は、毎年モニタリングを実施し、評価を行う。事業の取組

状況についても毎年進捗状況を確認する。 
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第６章 江南市における地域主体の新しい公共交通サービスの導入ルール 

 江南市では、鉄道や路線バス、いこまいＣＡＲ、大口町コミュニティバス等により、地域公

共交通は市内全域に対してサービス提供が行われている状況にある。 

 しかし、地域のニーズに対応できない場合、地域における新しい公共交通サービスの導入が

求められることから、今後、地域における新しい公共交通を導入する際のルールについて、下

記のように設定する。なお、ルールの実施に当たって必要な事項については、別に検討を行う。 

 

 導入プロセス 

「地域の代表者からの要望」等により、市への意見が寄せられた際、地域主体で検討する事

を前提に市が相談を受け付ける。 

その後、地域が主体となって実際に新しい公共交通サービスを検討する際は、導入する地域

の意見反映、事業構築のための合意形成（協議）、事業開始後の利用促進策等、地域の主体的

な事業参画が求められるため、「地域の足を考える会（仮称：地区交通協議会）」の設置を基

本原則とする。 

 地区交通協議会での協議を通して、事業構築・運行・モニタリングを行い、事業継続の必要

性、事業改善案等について協議する。 

 市は、地区交通協議会に対して情報提供などを行い、必要に応じて協議に参加しながら支援

を行う。 

① 地域主体の新しい公共交通サービスの導入プロセス（フロー） 
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② 地域の足を考える会（仮称：地区交通協議会）の設置の考え方 

 検討する地域の住民ニーズを適切に反映できる協議体制を整えていること。 

 鉄道や路線バスとのネットワークが議論できるよう、小学校区単位を目安に、検討する

地域の範囲が設定できること。 

 上記条件を満たす組織として、小学校区の自治会の集合体である「コミュニティ協議会」

または、「各小学校下自主防災会」（小学校区 10 箇所）を母体とする組織による協議体

制が望ましい。 

 協議体制を整えた「地域の足を考える会（仮称：地区交通協議会）」において、江南市

（職員）の支援のもとで、新しいサービス導入を検討し、事業案を江南市地域公共交通

会議にて、協議承認する。 

 

③ 導入時の基本原則 

 地域住民主体の事業とする。 

（地域住民は、事業構築・運営支援・利用促進等に主体的に参画する） 

 運行主体はボランティアではなく、事業者とする。 

 路線バス等の既存の地域公共交通と競合しないよう配慮する。 

 地域が主体となった新たなサービス導入時は、重複投資を避けるために当該地区のいこ

まいＣＡＲの運行は廃止する。 

 財政支援を行う際は、運行基準を定めるとともに、金額の上限を設定する。 

 江南市の財政支援がサービス導入前の負担状況と比較して過大とならないよう配慮す

る。 

 新たな路線の運行を検討する際には、スクールバスや企業従業員送迎バスの混乗利用な

どの大きな財政支援を伴わないで対処可能な代替案も協議する。 

 

 

 事業評価 

 新しい地域公共交通事業が適切に事業化され、事業運営されているかを定期的に評価するた

めに、事業評価制度を導入する。 

〇事業評価制度の内容 

〇評価体制 

 

江南市地域公共交通会議において、地区交通協議会がその取組み結果

を自ら報告し、江南市地域公共交通会議にて廃止・減便・路線再編など

について評価・協議する。 

〇試行運行期間の

設定 

試行運行期間を「２年」と設定し、事業着手後２ヵ年度終了時点で総

合評価を行い、本格運行化すべきか検討する。 

〇評価指標の設定  事業構築時の目的に照らした「評価指標」を設定し、当該指標をもと

に、江南市地域公共交通会議にて評価を行う。 

なお、下記の２指標を上記指標に加えて導入する。 

  指標①：利用者数の推移 

  指標②：江南市からの財政支援額の推移 
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 検討経過 

 

＜平成 28 年度＞ 

 〇江南市地域公共交通基礎調査の実施 

  江南市公共交通再編委員会、江南市地域公共交通会議で協議 

 

 ＜平成 29 年度＞ 

 〇江南市地域公共交通基礎調査を受けて課題解決策を検討 

  江南市公共交通再編委員会（再編委員会）で検討内容を確認し、江南市地域公共交通会議

検討部会で検討後、江南市地域公共交通会議（交通会議）で協議・承認。 

 検討を重ねる中で、特に評価に関して、市の公共交通に関する基本方針作成の必要性を認

識したため、江南市における地域公共交通の基本的な考え方を策定する。 

 

第１回 再編委員会（5/30） 第１回 検討部会（6/23） 第１回 交通会議（8/2） 

〇検討内容・スケジュール 

〇公共交通における個別要

請について 

〇評価手法について 

・利用状況の報告 

〇検討内容 

〇公共交通における個別要

請について 

〇評価手法について 

・利用状況の報告 

・市町村有償輸送更新登録 

〇検討部会の設置報告 

・利用状況の報告 

 

第２回 再編委員会（8/28） 第２回 検討部会（9/25）  

・検討部会の指摘事項説明 

〇名鉄バスの対応方針 

〇大口町コミュニティバス

の課題対応 

〇いこまいＣＡＲ・福祉タク

シー料金制度の課題対応 

〇新しい地域公共交通事業

の導入ルール・評価手法 

〇名鉄バスの対応方針 

〇いこまいＣＡＲの課題対

応 

〇大口町コミュニティバス

の課題対応 

〇新しい地域公共交通事業

の導入ルール・評価手法 

 

 

第３回 再編委員会(10/27) 第３回 検討部会(11/13)  

〇地域公共交通政策の目標 

〇評価手法 

〇いこまいＣＡＲと高齢者

福祉タクシーの整理 

〇地域公共交通政策の目標 

〇評価手法 

 

 

第４回 再編委員会(12/27) 第４回 検討部会（1/18） 第２回 交通会議(2/21) 

〇地域公共交通の基本的な

考え方（案）の検討 

〇同左 〇地域公共交通の基本的

な考え方（案）の協議・

承認 
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 個別要請の検討内容 

 

○対応方針 

第６次江南市総合計画で位置づけられた中心拠点-地域拠点間や中心拠点同士を交通

ネットワークで結ぶ「コンパクト・プラス・ネットワーク」の実現を目指す項目につ

いて対応を検討する。 

 

○個別要請の検討内容と結果（※は検討部会で検討した内容） 

（１）名鉄バス 

再編委員会にて名鉄バスに対して利便性の向上を要請するよう確認し、検討部会にてでき

る範囲で調整を進めるよう、名鉄バス担当者に要請。その後、要請した項目について、名鉄

バス担当者から、回答を得た。 

増便については、コンパクトエリアと想定した区域内で実施について、エリア外の利用状

況に応じた調整を実施したうえで実現可能となり、名鉄バスとの協議事項でもあるため、再

編委員会、検討部会にてダイヤの見直し案を検討し、後述のとおり方向性を示す。 

 

検討内容 結果 

ダイヤの調整 

（鉄道との接続性）※ 

第６次江南市総合計画で定めるコンパクト・プラス・ネットワークの

考え方に基づいた項目であるため、名鉄バス担当者に対し、調整を要

請。 

名鉄バス担当者からは、「特急電車との接続に関して、補助路線は協

議案件となるため、市に案を出してから進めていきたいと考えてい

る。独自路線に関しても、電車に合わせるよう考慮しているおり、全

てのお客様に対応できるか難しいところもあるが、今後、考慮したい

と考えている。」との回答を得た。 

バス車内のエアコン

管理※ 

対応方針に基づかない項目であるが、影響が比較的小さいため、でき

る範囲で実施するよう、検討部会にて名鉄バス担当者に要請。 

名鉄バス担当者からは、「環境対応（CO2）と車内快適性の兼ね合い

から、発車の概ね５分前にエンジンを始動するようにしているが、近

隣の苦情対応のため、直前の始動となることに理解をいただきたい。」

との回答を得た。 

社員教育の充実※ 

対応方針に基づかない項目であるが、影響が比較的小さいため、でき

る範囲で実施するよう、検討部会にて名鉄バス担当者に要請。 

名鉄バス担当者からは、「ハード面では技量の差が出ないように車両

対応を進める。ソフト面では、引き続き訓練や覆面モニター調査を実

施して改善に努める。」との回答を得た。 

ＷＥＢサイトでの情

報提供の改善※ 

対応方針に基づかない項目であるが、影響が比較的小さいため、でき

る範囲で実施するよう、検討部会にて名鉄バス担当者に要請。 

名鉄バス担当者からは、「検索サイトの拡充を進めていく方向で、社

内的にも検討を進める。」との回答を得た。 
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バス停留所の環境改

善 

中心拠点、地域拠点のバス停留所に関して対応を検討するが、未完了

である布袋駅の停留所は今後、市が整備する方針であり対応する予

定。 

増便※ 

投入している事業費で最大限の事業効果が発揮できるよう、コンパク

トエリアでは路線の維持に努めながら、利用が少なくなっている部分

の見直しを検討する。見直しによって生じる資源は利用増が期待でき

る路線に投入し、より利用者のニーズに合った運行を目指す。 

なお、車両、料金設定等は変更せず、利用状況に応じた運行便数とな

るよう、路線バスの事業主体である名鉄バスと協議を行う調整するた

め、後述のとおり見直しの方向性を作成。 

北部エリアへの路線

延長 

第６次江南市総合計画で定めるコンパクト・プラス・ネットワークの

考え方に基づかない項目であるため、対応しない。 

バス停留所の位置の

見直し 

運賃補助 

江南駅前ロータリー

の混雑解消 

必要に応じて担当課で検討を実施する。 
定時性の確保（交通状

況・天候） 

イベント時の臨時便

の運行 

 

（２）いこまいＣＡＲ 

再編委員会、検討部会にて検討。一部（市外利用について）実施を検討したが、市の考え方

を整理し、全て現行通りとした。 

検討内容 結果 

当日予約の実施※ 

いこまいＣＡＲは、市民の基礎的な生活を支える手段として、「買い

物」、「通院」などの「計画的な昼間の外出（お出かけ）」に対して補

助を行い、路線バスを補完する公共交通として市内の移動を担うも

のとするため、現行通りとする。 

利用時間の延長※ 

いこまいＣＡＲは、市民の基礎的な生活を支える手段として、「買い

物」、「通院」などの「計画的な昼間の外出（お出かけ）」に対して補

助を行い、路線バスを補完する公共交通として市内の移動を担うも

のとし、行政サービスの対応範囲を計画的な昼間の外出支援と想定

するため、現行通りとする。 

市外利用の可否※ 
実施を検討したが、総合計画に基づき江南駅、布袋駅といった中心

拠点のにぎわい形成を支援する観点から、現行通りとする。 

料金設定※ 

（料金格差是正） 

公共サービスの利用における負担の公平性を保つため、現行通りと

する。 
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バスとの２重投資※ 
路線バスや福祉タクシーで対応できない市民への対応のため、現行

通りとする。 

福祉タクシーとの役

割分担 
国の政策の動向を見守るため、現行通りとする。 

 

（３）福祉タクシー料金助成制度に対する個別要請 

 再編委員会にて検討。いこまいＣＡＲと福祉タクシー料金助成制度との役割分担を検討した

ものの、以下の理由により現行通りとした。 

検討内容 結果 

要件の緩和 

(配布枚数、対象者) 

いこまいＣＡＲと福祉タクシー料金助成制度との役割分担を検討し

たが、国において運転免許返納者に対する介護保険サービスの活用が

検討されていることから、動向を注視するため、現行通りとする。 

要件の見直し 

(年齢、目的制限) 

不適切な利用の制限 

福祉有償ボランティ

ア輸送等の活用 

  

（４）大口町コミュニティバス 

 再編委員会、検討部会にて検討。以下の理由により、現行通りとした。 

検討内容 結果 

増便※ 

当該路線は、大口町が路線を構築しており、現行通りの運行を受け入

れるため、現行通りとする。 

料金助成 

バス停留所の環境整

備※ 

バス車両の小型化 

社員教育の充実 

大口町・扶桑町との広

域連携※ 
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○路線バス事業の見直しについて 

 投入している事業費で最大限の事業効果が発揮できるよう、コンパクトエリアでは路線の維

持に努めながら、利用が少なくなっている部分の見直しを検討する。見直しによって生じる資

源は利用増が期待できる路線に投入し、より利用者のニーズに合った運行を目指す。 

 なお、車両、料金設定等は変更せず、利用状況に応じた運行便数となるよう、路線バスの事

業主体である名鉄バスと調整する。 

 

・江南・病院線（平日） 

 江南・病院線（布袋駅～江南駅～江南厚生病院～すいとぴあ江南） 

対象区間 考え方 

布袋駅～江南駅 

布袋駅→江南駅    18 便 

江南駅→布袋駅    17 便 

コンパクトエリアに該当するが、鉄道との二重路

線となっていることから、利用状況に応じて見直

しを検討する。 

江南駅～江南厚生病院 

江南駅→江南厚生病院 29 便 

江南厚生病院→江南駅 29 便 

コンパクトエリアに該当し、一定の利用が認めら

れるため、現状維持に努める。 

江南厚生病院～すいとぴあ江南 

江南厚生病院→すいとぴあ江南 14 便 

すいとぴあ江南→江南厚生病院 15 便 

利用状況に応じて見直しを検討する。 

 

・江南団地線（平日） 

 江南団地線（古知野高校前経由） （江南駅～古知野高校前～江南団地） 

 江南団地線（ヴィアモール前経由）（江南駅～ヴィアモール前～江南団地～江南厚生病院） 

 江南団地線（団地経由厚生病院行）（江南駅～ヴィアモール前～江南団地～江南厚生病院） 

対象区間 考え方 

江南団地線（古知野高校前経由） 

 江南駅→古知野高校前→江南団地 

34 便（H28）⇒33 便（H29） 

 江南団地→古知野高校前→江南駅 

35 便（H28）⇒33 便（H29） 

コンパクトエリアに該当するが、利用状況が悪く

なっていることから、利用状況に応じて見直しを

検討する。 

江南団地線（ヴィアモール前経由） 

江南団地線（団地経由厚生病院行） 

 江南駅→ヴィアモール前→江南団地 

30 便（H28）⇒31 便（H29） 

江南団地→ヴィアモール前→江南駅 

30 便（H28）⇒32 便（H29） 

コンパクトエリアに該当し、利用者数が増加して

いる路線であるため、見直しによって得られた資

源を投入（増便）する方向で検討する。 

江南団地線（団地経由厚生病院行） 

 江南団地→江南厚生病院  ５便 

 江南厚生病院→江南団地  ５便 

平成 27年度に 10便から５便に減便をしているた

め、継続して利用状況をモニタリングする。 
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 委員名簿 

 

〇江南市地域公共交通会議 委員名簿 

（平成 30 年３月時点 敬称略・順不同） 

区分 職  名 氏  名 備  考 

会長 
中部大学工学部 

都市建設工学科教授 
磯部 友彦  

副会長 江南自動車学校校長 平野 富一  

委員 
愛知県振興部 

交通対策課主幹 
桑原 良隆  

〃 
名鉄バス㈱ 

(取締役運輸本部計画部長兼計画課長) 
近藤 博之  

〃 
愛北乗用自動車㈲ 

代表取締役 
森  一浩  

〃 
公益社団法人愛知県バス協会 

専務理事 
古田  寛  

〃 
愛知県タクシー協会副会長

(名鉄西部交通西部㈱代表取締役社長) 
小川 健司  

〃 
江南市老人クラブ連合会 

会長 
坪内  三  

〃 
中部運輸局愛知運輸支局 

首席運輸企画専門官 
杉本 忠久  

〃 尾張北部タクシー㈱ 鈴木 浩示  

〃 
愛知県一宮建設事務所 

維持管理課長 
八森 誠司  

〃 
愛知県江南警察署 

交通課長 
山田 敏也  

〃 
江南市社会福祉協議会 

事務局長 
小塚 昌宏  

〃 
愛知県厚生農業協同組合連合会 

江南厚生病院事務部長 
朱宮 光輝  

〃 
大口町 

地域協働部長兼町民安全課長 
鵜飼 嗣孝  

〃 江南市副市長 佐藤 和弥  

〃 江南市生活産業部長 武田 篤司  

（事務局）江南市生活産業部市民サービス課 
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〇江南市地域公共交通会議 検討部会 委員名簿 

 

（平成 30 年３月時点 敬称略・順不同） 

区分 職  名 氏  名 備  考 

部会長 
豊田都市交通研究所 

主任研究員 
福本 雅之  

委員 
名鉄バス㈱一宮営業所 

運行担当 
杉田 年寛  

〃 名鉄西部交通㈱営業企画部長 久留宮 優司  

〃 
愛北乗用自動車㈲ 

代表取締役 
森  一浩  

〃 
尾張北部タクシー㈱ 

営業所長 
長屋  涼  

〃 
江南市老人クラブ連合会 

監事 
宮地 義量  

〃 本郷区長 尾関 勝實  

〃 後飛保区長 尾関 栄吉  

〃 
江南市社会福祉協議会 

相談支援専門員 
宮本 清隆  

〃 市民代表 倉橋 義一  

〃 市民代表 原  朋子  

〃 江南市生活産業部長 武田 篤司  

（事務局）江南市生活産業部市民サービス課 
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〇江南市公共交通再編委員会 委員名簿 

 

（平成 30 年３月時点 敬称略・順不同） 

区分 職  名 氏  名 備  考 

委員長 副市長 佐藤 和弥  

副委員長 生活産業部長 武田 篤司  

委員 
危機管理室 

防災安全課主幹 
松本 幸司  

〃 
生活産業部 

市民サービス課長 
山田 順一  

〃 
生活産業部 

商工観光課長 
石坂 育己  

〃 
健康福祉部 

高齢者生きがい課長 
倉知 江理子  

〃 
健康福祉部 

福祉課長 
貝瀬 隆志  

〃 
都市整備部 

まちづくり課長 
野田 憲一  

〃 
都市整備部 

土木課長 
沢田 富美夫  

〃 
市長政策室 

地方創生推進課長 
坪内 俊宣  

〃 
市長政策室 

秘書政策課長 
松本 朋彦  

〃 
総務部 

行政経営課長 
村瀬 正臣  

（事務局）江南市生活産業部市民サービス課 
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余白 
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 余白  



江南駅

布袋駅

※( )内の数字は名鉄バスの系統番号

江南・病院線（80,81,82,83）

古知野Ａ・Ｂ線（41,46）

江南団地Ａ線（70）

江南団地Ｃ線（40）

江南団地Ｄ・Ｅ線（76,77）

木曽川線（71）

一宮・宮田Ａ・C線（30,31）

大口町コミュニティバス
(中部ルート・南部ルート)

尾崎町

今
市
場
・
力
長
町

北
山
町

天王町

若
宮
八
幡
社
前

上
奈
良
南

上
奈
良

滝
学
園
口

大
間

滝
学
園
前

東
野
口

古
知
野
口

宮
田
本
郷

江
南
団
地

宮
田

本
郷
口

後
飛
保 河

原
町

古
知
野
福
寿

滝
学
園
北

東
野
交
番
前

団
地
北

村
久
野
藤
里

藤
里
小
学
校

音
楽
寺

村
久
野
小
村

赤童子

島宮

東野

団地西

曼陀羅寺

藤町

団地東

緑ヶ丘

ヴィアモール前 古知野高校前

布袋五明

木賀定和

木賀本郷

江南市役所

古知野南
小学校前

愛栄通1･2

愛栄通3･4

飛高口

野白

江南市スポーツセンター

高屋大松原

村久野新開

草井

小杁

至柏森駅

至大口町内

至大口町内

至一宮駅

至
一
宮
駅

至一宮駅

至
川
島

至石仏駅

至大口町内

江南市内のバス停・路線図 参考資料３



ＡＩオンデマンド交通の調査結果について

春日井市
北部オンデマンドバス

岡崎市
チョイソコおかざき

豊明市
チョイソコとよあけ

1

・北西部の交通不便エリアのみ
・停留所は69か所、市境やエリ
ア外の乗り継ぎポイントまで運
行

・交通不便地域（六ツ美中部学
区）
・生活エリア、おでかけエリア
※学区内を生活エリア、商業施
設や通院施設が多い学区外をお
でかけエリアに設定

・交通不便地域（沓掛、仙人
塚・間米エリア）
・沓掛、仙人塚・間米エリアか
ら市内公共施設、墓地・公園、
事業所停留所を運行区域として
いるが、地区ごとに利用制限あ
り

2

平日の７時30分～15時30分 月・火・金の９時～17時
令和５年４月～週５日から週４
日に変更
⇒令和５年10月～週４日から週
３日に変更

平日の９時～16時

3

大人200円（シティバスと同料
金）

生活エリア内200円、おでかけ
エリア内400円

200円（エリアをまたぐ場合は
乗り継ぎとなり、2乗車分の料
金）

4

・運行システム：未来シェア
（予約管理・配車システムの提
供のみ）
※ＡＩが最適なルートを作成
し、ナビに送る
・運行：地元タクシー事業者
（専用のノートパソコン１台で
予約管理を行い、予約時の電話
番号と対応するオペレーターも
用意）

・運行システム：㈱アイシン
（予約管理から配車までを一括
で請負う、オペレーターも用
意）
※ＡＩが最適なルートを作成
し、ナビに送る
・運行：地元タクシー事業者

・運行システム：㈱アイシン
（予約管理から配車までを一括
で請負う、オペレーターも用
意）
※ＡＩが最適なルートを作成
し、ナビに送る
・運行：地元タクシー事業者

車種 日産キャラバン（NV350） ハイエースグランドキャビン ハイエースグランドキャビン

台数 １台（リース：タクシー組合）
１台（リース：㈱アイシン）
予備車両は運行事業者が用意
（タクシー車両）

２台（市が購入し、無償貸与）
予備車両は運行事業者が用意
（タクシー車両）

定員
９人、車いす１台が乗車可能
（車いすの乗降用のリフト付
き）

８人 ８人

運行に係
る経費
（内訳）

・システム委託費（停留所変更
費用含む）：約180万円（ミラ
イシェア）
・運行負担金：約1,500万円
（タクシー組合）※リース料込
み

・初期導入費：200万円程度
（システム設定、車両ラッピン
グ、停留所設置、会員証）
・運行負担金：約1,400万円
（㈱アイシン）
・運行負担金にリース料込み
（月12万円+管理費）
※市は㈱アイシンに負担金を支
払い、㈱アイシンがシステム管
理費用とタクシーの運行経費を
分配してタクシー事業者に支払
う

・車両購入費：約840万円（２
台分）
※地方創生推進交付金を活用
し、1/2補助
・運行負担金：約1,600万円
（㈱アイシン）
※市は㈱アイシンに負担金を支
払い、㈱アイシンがシステム管
理費用とタクシーの運行経費を
分配してタクシー事業者に支払
う

年間経費
（総額）

約1,500万円 約1,400万円 約1,600万円

7

インターネット予約には会員登
録が必要であるが、利用者には
市内在住、在勤、在学等の制限
はない

六ツ美中部小学校区在住者及び
在勤、在学その他定期的に運行
エリアへ来街される12歳以上
（中学生）以上の方

豊明市民で、次のいずれかに該
当する方
①65歳以上の方、②障害者手
帳、療育手帳をお持ちの方、③
沓掛、間米・仙人塚エリアに居
住する小学生以上65歳未満の方

8 1,176人
1,062人　（参考：六ツ美中部
学区の人口　約5,400人）

2,117人

9 6,080人 4,625人 10,033人

10 約2,500円 約3,000円 約1,600円

11

電話、インターネットでの予約
受付
電話：１週間前から当日の運行
時間内
インターネット：24時間受付可
能、午前０時に翌週の同曜日の
予約が取れるようになるため、
午前０時にアクセスが殺到して
いる

電話、インターネットでの予約
受付
※利用者の多くが高齢者であ
り、電話予約が圧倒的に多い

電話、インターネットでの予約
受付
※利用者の多くが高齢者であ
り、電話予約が圧倒的に多い

　　　　　　　　自治体

項目

運行区域

運行日時

乗車料金
（1乗車）

運行システム

利用者１人当たり
の市負担額

予約方法

6
運行
経費

対象者

登録者数

年間利用者数

5 車両

参考資料4

1
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1

2

3

4

車種

台数

定員

運行に係
る経費
（内訳）

年間経費
（総額）

7

8

9

10

11

　　　　　　　　自治体

項目

運行区域

運行日時

乗車料金
（1乗車）

運行システム

利用者１人当たり
の市負担額

予約方法

6
運行
経費

対象者

登録者数

年間利用者数

5 車両

扶桑町
チョイソコふそう

豊田市
おばら桜バス

江南市
いこまいＣＡＲ(予約便）

・扶桑町全域
※江南厚生病院のみ地域外の停
留所として指定

・小原地区内(一部地域外あ
り）
※小原地区は、民家が地域内に
分散しており、基幹バスが利用
できない高齢者等が多いため、
小原地区からデマンドバスを利
用して広域運行の基幹バスに乗
り継げるようにしている

・江南市内全域
※市内全域で、路線バス等でカ
バーできないエリアを運行する

平日の８時～16時 平日の７時～18時（18時までに
到着）
午前中は通院のための利用が多
い

年中無休８時30分～17時（通院
のための往復利用の時のみ18時
まで）

・扶桑町内：300円（小学生・
障害者は200円）
・江南厚生病院：800円（小学
生・障害者は500円）

200円（小学生・障害者半額
（100円）、未就学児無料）

タクシーメーター運賃の半額
（迎車料金および時間指定予約
料金については利用者負担）

・運行システム：㈱アイシン
（予約管理から配車までを一括
で請負う、オペレーターも用
意）
※ＡＩが最適なルートを作成
し、ナビに送る
・運行：地元タクシー事業者

・運行システム：MONET
（予約管理・配車システムの提
供のみ）
※ＡＩが最適なルートを作成
し、ナビに送る
・運行：地元タクシー事業者
（地域内のタクシー事業者が運
行を担い、市内中心部のタク
シー事業者が予約センターを運
営）

・運行システム：なし（利用者
からの前日までの予約電話によ
り、各タクシー事業者で配車計
画を立てて運行）
・運行：地元タクシー事業者
（タクシー事業者と業務委託契
約）

ハイエースウェルジョイン プリウスα

２台（市が購入し、無償貸与）
予備車両は運行事業者が用意
（タクシー車両）

２台（運行事業者が用意）

10人 ５人

・車両購入費：約410万円（１
台分）
※地方創生推進交付金を活用
し、1/2補助
・初期導入費：約370万円
・運行負担金：約2,040万円
（㈱アイシン）
※市は㈱アイシンに負担金を支
払い、㈱アイシンがシステム管
理費用とタクシーの運行経費を
分配してタクシー事業者に支払
う

・実証運行業務委託費：約500
万円
（車両の運行、利用者の属性等
のデータ収集）
・運行負担金：約2,200万円
（タクシー事業者）
・システム経費：84万円
（MONET）
（タブレットの貸与、システム
の維持経費）

・運行事業負担金：約3,240万
円（タクシーメーター運賃の半
額）

約2,040万円 約2,300万円 約3,240万円

扶桑町に居住する小学生以上の
方

おばら桜バスの会員登録してい
る方（会員登録には制限なし）

江南市民で、いこまいＣＡＲの
利用者登録をしている方（利用
者登録に制限あり①義務教育を
修了前の児童、②福祉タクシー
の料金助成を受けている方は登
録できない）

2,894人　（参考：扶桑町人口
35,017人）

156人 8,788人

12,369人
約3,500人（高齢者：60％、放
課後児童クラブ：30％、その
他：10％）

54,086人

約1,600円 約6,600円 約600円

電話、インターネットでの予約
受付
※利用者の多くが高齢者であ
り、電話予約が圧倒的に多い

電話、インターネットでの予約
受付
電話予約が９割、平日の午前中
は予約が取りづらい状況になっ
ている

電話での予約受付
電話：利用の前日までにタク
シー事業者へ連絡
予約受付時間：午前10時～午後
9時

各タクシー事業が保有する車両
による
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○運行システムは、予約が入った時点でＡＩが最適なルートを作成し、随時更新情報を運
行車両に搭載しているナビに送り、運行事業者が予約のあった停留所に向かう
○交通空白地域の移動手段の確保を目的とし、一定の運行エリアに限定した運行
○一律の乗車料金
○電話、インターネットでの予約受付（高齢者は電話による予約が多いため。オペレー
ターが必要）
○主な利用目的は通院や買い物が多く、午前中の利用に集中しているが、目的地や時間帯
が合わないと乗り合いにならないため運送効率が低くなる

〇運行エリアの設定：既存公共交通への影響を考慮する必要がある（路線バスへの乗り換
え拠点の設定やいこまいＣＡＲの運行のひっ迫の軽減等）
〇ターゲット（対象者）の選定：利用者を制限するのではなく、主なターゲット（対象
者）を設定することで、いこまいＣＡＲとの住み分けを図る必要がある（元気な高齢者や
子育て世代等）
〇移動のニーズの把握：同じ時間帯に同じ目的地に行くニーズをまとめることで、運送効
率を高めることができる
○車両のサイズ：江南市の狭い道路状況に適応した車両サイズを選定する必要がある（乗
車定員、乗客のパーソナルスペースの確保）

調査により見えてきた課題
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　〇運行日時等

　　運行日時：毎日 午前８時３０分～午後５時（午後５時までに目的地に到着）

　　　　　　　※通院のために往復利用し、通院先から直接乗車する場合　午後６時まで

　　運行区域：江南市内

　　※通勤、通学、通塾等の定期的な利用はできません。

　●予約方法等

　　〇予約先

　　　名鉄タクシー：５６－４５４５　　　　愛北タクシー：５５－２２６６

　　　尾張タクシー：５４－１５１５　　　　犬山タクシー：５４－２３８０

　　予約受付時間：毎日午前１０時～午後９時（利用する日の前日までに予約）

　〇利用料金（一般乗車方式）

　　利用料金：タクシーのメーター運賃の半額（１０円未満切捨て）

　　　　　　　最低料金は３１０円（令和６年４月１日～迎車回送料金は市が負担）

　〇立寄りについて

　　１０分以内であれば、知人との相乗りや軽微な買い物での立寄りが可能なので、予約の

　　際にお申し出ください。（なお、定員は４人までです）

　〇タクシー運賃の割引について　　※詳細は事業者にご確認ください。

・障害者割引：身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を提示…１割引

・運転免許証返納割引：運転経歴証明書を提示（７０歳以上限定）…１割引

※障害者割引と運転免許証返納割引が重複する場合は、どちらか一種類のみ適用

令和　　年　　月　　日(２日後)

令和　　年　　月　　日(２日後)

令和　　年　　月　　日(３日後)

　〇問合せ先

　　江南市役所 都市計画課 都市政策グループ

　　☎５４－１１１１（内線３８５）

登　録　日

予約開始日

利用開始日

いこまいＣＡＲ（予約便）を登録された方へ

〇利用の前日までにタクシー事業者へ連絡し、

下記①～⑤の内容を伝えてください

①「いこまいＣＡＲの予約がしたい」

②乗る人の名前、電話番号

③片道か往復か

④利用日時、乗降場所、利用人数、目的等を正確に

（利用日になってから予約内容の変更はできません）

⑤帰りの時間（往復や帰りのみで利用する場合）

※帰りの時間が分からない場合、用事が済んでから

再度予約したタクシー会社に連絡してください

道路の交通状況によっては乗車場所へのお迎えが遅れる

場合があるので、時間に余裕をもって予約してください

令和５年１１月１６日～ 名鉄タクシーが時間指定予約料金（１件３００円）を設定

します。（詳しくは名鉄タクシーに問合せ下さい。）

※時間指定予約料金は利用者が負担。

参考資料５



みんなでバスを守ろう！

バスに乗らないと便数が減ったり、路線そのものが無くなることがあるんだ。

行きはバス、帰りはいこまいＣＡＲ、のように片道だけでも使えるから、積極的に

バスを使おう！

また、バスはタクシー（いこまいＣＡＲ）よりも利用料金が安くて、ＣＯ２（二酸

化炭素）を出さないから、地球温暖化防止にもなるよ！



参考資料６ 
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チョイソコふそう本格運行第 1 期運行計画（2024 年 10 月～2025 年 9 月） 

 

１ 目的 

 

２ 運行形態 

 

３ 運行区域および運行区間 

 

４ 事業主体 

・実施体制としては、扶桑町（事業主体）、株式会社アイシン（サービス提供者）

及び運行事業者（運行主体）の三者にて協定を結び事業を実施していく。 

 

５ 利用対象 

・会員登録申込書を株式会社アイシンに送付するか、またはインターネット登録

により会員登録することができる。 

（１）高齢者等の外出支援・促進 

  ・エリアスポンサー制度による地域事業者や町の高齢者等向け事業との

連携 

  ・会員誌「チョイソコ通信」の発行によるイベント・お出かけ情報の発

信  

（２）町民の生活に必要な移動手段の確保 

チョイソコふそう（以下「チョイソコ」という。）会員登録申込書を株式会社

アイシンへ提出し、書面にて利用開始の連絡を受けた者（以下「会員」とい

う。）及びその介助者又は、同行者とする。 

事業主体は、扶桑町、株式会社アイシン及び運行事業者とする。 

 

道路運送法第４条に基づく一般乗合旅客自動車運送。 

利用者からの事前予約で運行区域内の停留所から停留所までを運行するデマ

ンド型の区域運行方式。 

運行区域 

扶桑町全域 

運行区間 

① 扶桑町内の停留所間 

② 扶桑町内の停留所と江南厚生病院に設置した停留所を結ぶ区間 
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６ 会員条件 

・町内在住とは、会員登録時点で扶桑町に居住しているものとし、会員が町外へ

転出した場合には、会員からの連絡に基づき、その時点で会員登録を抹消する

ものとする。 

・小学生以上の者とは、会員登録時点で小学生以上の者をいう。 

・介助が必要な会員は、介助者を同行できるものとする。なお、介助者は上記に

規定する会員条件を満たさなくてもよいものとする。 

・中学生以下の者については、保護者の同意のもと会員登録を行うものとする。 

・小学生の利用については、保護者が利用予約を行うことを基本とする。 

・未就学児については、会員である保護者と同行する場合に限って利用できるも

のとする。 

・町は、必要に応じて住民情報等をもとに会員条件の確認を行うものとする。 

 

７ 運行日・運行時間 

・運行日は、下記を除く日とする。 

（１）土曜日及び日曜日 

（２）祝日 

（３）年末年始等、事業主体が別に定めた日 

（４）その他、天候条件や災害など安全な運行に支障がある日 

・運行時間は、午前８時から乗車ができ、午後４時までに降車ができる時間とす

る。 

 

８ 移動ルール 

 

 

運行日は平日とする。 

運行時間は午前８時から午後４時までとする。 

停留所間の移動のみ可能とする。 

次の（１）（２）（３）の条件の全てを満たす者 

（１）町内在住の小学生以上の者 

（２）自分で、又は保護者もしくは介助者の補助により、コールセンターへ

の連絡又はインターネットによる申込みができる者 

（３）自分で、又は保護者もしくは介助者の補助により、停留所への移動及

び車両への乗降ができる者（車いすでの利用は不可） 

その他、町長が必要と認めた者 
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９ 停留所 

・住宅地停留所とは、町内の任意の場所に設置する停留所で、地域住民の利便性

及びチョイソコの運行効率及び安全性を考慮し、地域住民との合意をもとに

設置する停留所とする。 

・公共施設等停留所とは、町が指定する公共施設等に設置する停留所とする。 

・事業者停留所とは、スポンサー契約への申込みがあった事業者（協会、組合等

の団体も含む）が指定する町内に存在する事業者施設の所在地に設置する停

留所及び江南厚生病院に設置する停留所とする。 

 

１０ 運賃 

・運賃は定額制とし、乗車時に現金又は電子決済（交通系 IC）により当該運賃

を支払うものとする。 

・障害者とは、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受

けている者をいう。 

・未就学児の運賃は、座席を専有しない場合に限り無料とし、座席を専有する場

合は、高齢者等の運賃に準ずるものとする。 

 

 

 

 

 

チョイソコの乗降できる場所として、下記のとおり停留所を設置する。なお、

停留所以外での乗降は不可とする。 

（１）住宅地停留所  

（２）公共施設等停留所 

（３）事業者停留所 

（１）扶桑町内（乗車・降車がともに扶桑町内の場合）  

・運賃は、１乗車につき１人３００円の定額とする。 

・ただし、小学生、６５歳以上の高齢者、障害者及びその介助者（以下 

「高齢者等」という。）の運賃は、１乗車につき１人２００円の定額と 

し、未就学児（座席を専有しない場合に限る。）は無料とする。 

（２）江南厚生病院（乗車・降車のどちらかが江南厚生病院の場合） 

・運賃は、１乗車につき１人８００円の定額とする。 

・ただし、高齢者等の運賃は、１乗車につき１人５００円の定額とし、 

未就学児（座席を専有しない場合に限る。）は無料とする。 

 ※ 運賃には消費税及び地方消費税を含む 
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１１ 運行車両 

・本運行車両は、町から運行事業者に無償貸与する車両（ハイエースウェルジョ

イン１０人乗り／運転手１人・乗客８人）２台とする。 

・予備車両は、運行事業者が用意するものとする。 

・運行事業者は、上記の車両を用いて道路運送法第４条の規定に基づき、有償に

よる一般乗合旅客自動車運送を行う。 

・予備車両をセダンとする場合は複数車両による並走運行でも可能とする。 

 

１２ 乗車受付 

・乗車受付可能日時は以下のとおりとする。 

（１）電話の場合は、平日の午前８時から午後４時までとする。ただし、年末年

始等、事業主体が別に定めた日を除く。 

（２）インターネットの場合は、年中無休とする。ただし、事業主体が別に定め

た日を除く。 

 

１３ 停留所設置・廃止ルール 

（１）設置手続 

・事業者停留所は、設置を希望する事業者（協会、組合等の団体を含む）が事

業主体へ申し込むものとする（江南厚生病院を除く）。 

・停留所の安全等に配慮し、設置するものとする。 

・停留所の設置を行った場合は、直近の交通会議で報告するものとする。 

＜新規設置イメージ＞ 

８月 

 

９月 

 

10月 

 

11月 

 

手続    

 周知期間   

  停留所運用 

運行する車両は、本運行車両２台及び予備車両とする。 

チョイソコの利用を希望する会員は電話もしくはインターネットにて、利用

希望日の２週間前（インターネットの場合は１週間前）から利用希望時間の

３０分前（利用希望時間が午前８時３０分より前の場合は前日）までに、会

員番号、利用希望日時、乗降希望停留所、同行者の有無を伝えるものとする。 

停留所の設置を行う場合は、事業主体が承認したもののみ設置できるものと

する。 

毎月月末までに手続きが完了した停留所については、翌々月１日より設置で

きるものとする。 
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（２）廃止手続 

・事業者停留所は、廃止を希望する事業者が事業主体へ申し出るものとする。な

お、事業主体は、廃業等、その他不測の事態により廃止を判断することができ

るものとする。 

・廃止については会員の利便性を損なうものとなるため慎重に判断するものと

する。 

・停留所の廃止を行った場合は、直近の交通会議で報告するものとする。 

＜廃止イメージ＞ 

８月 ９月 

廃止月 

10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 

廃止月 

４月 ５月 

手続完了         

  周知期間   

        停留所廃止 

 

１４ チョイソコ通信 

 

 

 

※江南市の公共交通に与える影響について、引き続き検証していく。 

停留所の廃止を行う場合は、事業主体が承認したもののみ廃止できるものと

する。 

３月又は９月（以下「廃止月」という。）の末日までに手続きが完了した停留

所については、翌廃止月をもって廃止できるものとする。  

停留所運用期間が６カ月未満の停留所については、利用者の利便性を考慮し、

原則廃止できないものとする。ただし、以下に該当する停留所については、

この限りではない。 

（ア）短期的なイベント（季節限定のイベント等）のために設置された停留

所  

（イ）その他廃止すべき特別な事由が認められる停留所 

事業主体は、原則１ヶ月に１回程度、会員に対する広報誌「チョイソコ通信」

を送付するものとする。  

記載内容は、停留所の設置及び廃止、イベント情報等、その他事業主体が必

要と判断するものとする。 
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